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第１章 西之表市国土強靭化地域計画の趣旨、位置付け 

 

１ 西之表市国土強靭化地域計画の趣旨 

 

平成 25 年 12 月、大規模自然災害等に備えた国土の全域にわたる強靭な国づくりに向けて、国土強靭

化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防

災・減災等に資する国土強靭化基本法（以下「基本法」という。）」が制定されるとともに、平成 26年６

月には「国土強靭化基本計画（以下「基本計画」という。）」が定められた。 

 この基本法に基づき、市では、大規模な自然災害が起こっても機能不全に陥らず、いつまでも「致命

的な被害を負わない強さ」と「速やかに回復するしなやかさ」を持った安全・安心な地域の構築に向け

た「強靭化」を推進するために「西之表市国土強靭化地域計画（以下「市地域計画」という。）」を策定

する。 

 

 

２ 市地域計画の位置付け 

  

市地域計画は、基本法第 13条に基づく国土強靭化地域計画として策定するものであり、地域強靭化の

観点から、本市における様々な分野の計画等の指針となるものである。 

 

 

３ 計画期間 

  

西之表市長期振興計画の計画期間とする。なお、計画期間中であっても、施策の進捗や社会経済状

況、国土強靭化基本計画等をふまえ必要に応じて計画を見直すこととする。 
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第２章 基本的な考え方 

 

 基本法第 14条において、国土強靭化地域計画は基本計画との調和が保たれたものでなければならない

とされ、国土強靭化計画策定ガイドラインにおいては、国土強靭化地域計画の目標は、原則として、基

本計画における目標に即して設定すると規定されている。 

 このため、次のように「基本目標」、「事前に備えるべき目標」及び「基本的な方針」を設定する。 

 

 

１ 基本目標 

  

大規模な自然災害等が起こっても、 

① 人命の保護が最大限図られること 

  ② 本市及び地域社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

  ③ 市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化が図られること 

  ④ 迅速な復旧復興が図られること 

 

 

２ 事前に備えるべき目標 

   

① 直接死を最大限防ぐ 

② 救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに被災者の健康・避難生活環境を確実に 

確保する 

③ 必要不可欠な行政機能は確保する 

④ 必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する 

⑤ 経済活動を機能不全に陥らせない 

⑥ ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、 

早期復旧を図る 

⑦ 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

⑧ 社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する 
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３ 基本的な方針 

  

事前防災及び減災その他迅速な復旧復興等に資する大規模自然災害に備えた強靭な地域づくりについ

て、過去の災害から得られた経験を最大限活用しつつ、次の方針に基づき推進する。 

 

（１）地域強靭化の取組姿勢 

・市の強靭性を損なう本質的原因をあらゆる側面から検証したうえで取り組む。 

・短期的な視点によらず、長期的な視野を持って計画的に取り組む。 

 

（２）適切な施策の組み合わせ 

・ハード対策とソフト対策を適切に組み合わせ、効果的に施策を推進する。 

・「自助」、「共助」及び「公助」を適切に組み合わせ、官と民が連携及び役割分担して取り組む。 

・非常時に防災・減災等の効果を発揮するのみならず、平時にも有効活用される対策となるように工

夫する。 

 

（３） 効率的な施策の推進 

 ・人口減少等に起因する地域の需要の変化、気候変動等による気象の変化、社会資本の老朽化等を踏

まえるとともに、強靭性確保の遅延による被害拡大を見据えた時間管理概念や財政資金の効率的か

つ効果的な使用による施策の持続的な実施に配慮して、施策の重点化を図る。 

・既存の社会資本の有効活用等により、費用を縮減しつつ効率的に施策を推進する。 

・限られた資金を最大限に活用するため、民間資金の積極的な活用を図る。 

・施設等の効率的かつ効果的な維持管理に資する。 

・人命を保護する観点から、関係者の合意形成を図りつつ、土地の合理的利用を促進する。 

 

（４） 地域の特性に応じた施策の推進 

・人のつながりやコミュニティ機能を向上させるとともに、地域における強靭化推進の担い手が活動

できる環境整備に努める。 

・女性、高齢者、子ども、障がい者、観光客等に十分配慮して施策を講じる。 

・地域の特性に応じて、環境との調和及び維持に配慮するとともに、自然環境の有する多様な機能を

活用するなどし、自然との共生を図る。 
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第３章 市の地域特性及び災害想定 

 

１ 地域特性 

 

（１）地形・地質等 

 西之表市は種子島の北部に位置し、南北の長さは 25.2km、東西の幅は 8.2 km、周囲は 63 km、総面積

は 205.66 平方 km で、種子島の総面積の約 45％を占める。東・西・北は海に面し、南は中種子町と接し

ている。 

 地質は種子島全域に広がる新生代古第三紀熊毛層郡に属し、随所に洪積台地が発達している。ほとん

ど砂岩からなっているが、場所によっては礫岩、頁岩、火成岩が見られ、東部の丘陵地は亜炭層を包含

している。土質は淡褐色の粘土と黒ボク土が主となっている。海岸は磯の発達が見られ、ところによっ

ては小規模な海岸砂丘も存在する。 

 西之表市の西方 12 km の海上にある馬毛島は、面積 8.17 平方 km、最高地点 71.7ｍの極めて平坦な島

で、定期航路はなく、周辺は豊かな漁場となっている。 

 

（２）気象概況 

 本市の気候は熱帯気候に近い亜熱帯性気候で、年間平均気温は摂氏 20.3度となっている。５月から 10

月までは月平均気温が 20度を超え、夏の期間が長い。真夏の日照りは強いが、常に快い海風が吹いてい

るので日中の暑さは九州本土と変わらない。一方、冬の気温は 10 度から 15 度で、日の最低でも０度を

下回ることはほとんどない。年間降水量は 2,500mm 前後で３月から９月の期間が比較的に多雨となって

いる。梅雨は５月末頃に入り７月はじめ頃に明ける。台風は年に４～５回、７月から 10月にかけて来襲

し、農作物等の被る被害も少なくない。また、冬季には北西の季節風が強くなる。 

 

（３）人口 

年次 世帯数 総数 男 女 備考 

平 成 ７ 年 7,775世帯 19,822人 9,387人 10,435人 第 16回国勢調査 

平 成 1 2 年 7,847世帯 18,866人 8,898人 9,968人 第 17回国勢調査 

平 成 1 7 年 7,786世帯 18,198人 8,564人 9,634人 第 18回国勢調査 

平 成 2 2 年 7,569世帯 16,951人 7,954人 8,997人 第 19回国勢調査 

平 成 2 7 年 7,368世帯 15,967人 7,550人 8,417人 第 20回国勢調査 
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２ 災害想定 

 

（１）風水害 

 本市においては、近年における既往災害のうち、最大規模であった平成 13年９月２日～８日にかけて

の大雨（平成 13 年９月集中豪雨）と、昭和 39 年８月 24 日の台風第 20 号による被害と同程度の規模を

災害想定として位置付ける。 

 

想定される最大被害の総括表 

想定項目 
平成 13年９月集中豪雨 

（平成 13年９月２日～８日） 

台風第 20号 

（昭和 39年８月 24日） 

気象概況 

・時間最大雨量 

126mm（測候所）２日 18時 

134mm（能野）２日 17時 30分 

123mm（西之表）２日 18時 5分 

143mm（国上）２日 19時 

144mm（現和）２日 18時 50分 

・日降水量 

341mm（測候所）２日 

・最大風速 

57.5m/s 

人的被害 
・行方不明者 １人 

・死者 １人 
－ 

建物等被害 

・公共文教施設（土地） ８校 

・農業施設 11件 

・農地関係 1,389件 

・林務関係 37箇所 

・公共土木施設 325箇所 

・その他の公共施設 20箇所 

・農産被害 17.2ha 

・林山被害 2.93ha 

・畜産被害 ４頭 

・水産関係 ４箇所 

・商工被害 30箇所 

・その他被害 ２箇所 

・床上浸水 61世帯 

・床下浸水 181世帯 

・家屋全壊 

 住家 188戸 

  非住家 141戸 

  公共建物 10棟 

・半壊 

  住家 126戸 

  非住家 103戸 

  公共建物 16棟 
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（２）地震・津波災害 

本市においては、県が平成 24年度～25年度に実施した地震等災害被害予測調査結果を基に、南海トラ

フ地震 CASE11（最大震度５弱）及び種子島東方沖地震（最大震度６強）を災害想定として位置付ける。 

 

想定される最大被害の総括表 

想定項目 南海トラフ地震 種子島東方沖地震 

津波到達時刻（1m） 29分 11分 

津波到達時刻（最大） 36分、波高 10.11m 50分、波高 5.54m 

全壊棟数 津波 520棟 
揺れ 100棟、津波 110棟 

液状化 90棟、斜面崩壊 10棟 

半壊棟数 津波 580棟 
揺れ 1,500棟、津波 340棟 

液状化 290棟、斜面崩壊 10棟 

死者数 津波 100人 津波 30人 

負傷者数 津波 30人 建物倒壊 200人、津波 20人 

上水道被害（断水人口） 

※被災直後 
230人 8,100人 

下水道被害（支障人口） 被害想定なし 被害想定なし 

電力被害（停電軒数） 

※被災直後 
160軒 40軒 

通信被害（固定電話不通） 

※被災直後 
180軒 50軒 

通信被害（携帯電話不通） 

※被災直後 

停波基地局 

５％ 

停波基地局 

１％ 

ガス（プロパンガス除く） 被害想定なし 被害想定なし 

道路被害 5箇所未満 30箇所 

港湾・漁港被害 
岸壁 5箇所未満 

その他 5箇所未満 

岸壁 5箇所未満 

その他 5箇所未満 

防波堤被害 2,800m 240m 

避難者（被災１日後） 890人 810人 

避難者（被災１週間後） 530人 1,400人 

避難者（被災１か月後） 840人 870人 

物資需要量（被災１日後） 食料 2,100食、水 650ℓ 食料 1,900食、水 21,900ℓ 

物資需要量（被災１週間後） 食料 1,700食、水 640ℓ 食料 2,900食、水 11,200ℓ 

物資需要量（被災１か月後） 食料 910食、水 640ℓ 食料 940食、水 750ℓ 

災害廃棄物発生量 10～20万トン 10～20万トン 

被害額 600億円 500億円 
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第４章 脆弱性評価 

 

１ 評価の枠組み及び手順 

  

脆弱性評価は、本市の大規模自然災害に対する脆弱性を調査し、評価するいわば健康診断であり、必

要な施策の効率的・効果的な実施につながることから、市地域計画を進めるうえで、必要不可欠なプロ

セスである。市では平成 30年６月に国土強靭化推進本部で決定された「脆弱性評価の指針」に順じ、次

の枠組み及び手順により脆弱性評価を行う。 

 

（１）想定するリスク 

 市民生活・市民経済に影響を及ぼすリスクとしては、自然災害のほかに大規模事故やテロ等も含めた

あらゆる事象が想定され得るが、遠くない将来に発生する可能性があると予測されている南海トラフ地

震では、国難とも言うべき甚大な被害が見込まれていること、集中豪雨など大規模自然災害は一度発生

すれば、甚大な被害をもたらすものになる。 

 このため、市地域計画において、過去に市内で発生した自然災害による被害状況、各種災害に係る被

害想定等を踏まえ、今後、本市に甚大な被害をもたらすと想定される南海トラフ地震、集中豪雨などの

大規模自然災害全般をリスクの対象とした。 

 

（２）施策分野 

 施策分野については西之表市長期振興計画を基に、次のとおり個別施策分野として 25分野を設定した。 

 

① 快適な生活環境の整備         ② 公共交通の充実 

③ 計画的な土地利用の推進        ④ 防災・危機管理の充実 

⑤ 市民生活を守る安全対策の充実     ⑥ 社会保障制度の運営 

⑦ 地域力の向上             ⑧ 農業の振興 

⑨ 林業の振興              ⑩ 水産業の振興 

⑪ 商工業の振興             ⑫ 観光・交流の振興 

⑬ 新たな産業基盤と雇用環境の整備    ⑭ 子ども・子育て支援の充実 

⑮ 学校教育の充実            ⑯ 社会教育の充実 

⑰ 芸術文化・文化財保護の充実      ⑱ 社会体育の充実 

⑲ 健康づくりの推進           ⑳ 地域包括ケアの推進 

㉑ 地域福祉の充実            ㉒ 健全な財政運営の推進 

㉓ 財産の有効活用            ㉔ 組織力と職員力の向上 

㉕ 計画的で効率的な行政運営の推進 

 

 

 



9 

 

２ 目標と起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ） 

  

本市で想定される大規模自然災害に対して、最悪の事態を回避するための施策を検討するため、国基

本計画や県地域計画、本市の地域特性等を踏まえ、８つの「事前に備えるべき目標」において、その妨

げとなる 32の「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」を次のとおり設定した。 

 

 

事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ） 

１ 直接死を最大限防ぐ 

1-1 
住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や不特定多数が集まる施

設の倒壊による死傷者の発生 

1-2 
密集市街地や不特定多数が集まる施設における大規模火災による死傷

者の発生 

1-3 広域にわたる大規模津波等による死傷者の発生 

1-4 突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による死傷者の発生 

1-5 風水害による死傷者の発生 

２ 

救助・救急、医療活動

等が迅速に行われる

とともに被災者等の

健康・避難生活環境を

確実に確保する 

2-1 食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止 

2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等の発生 

2-3 消防等の被災による救助・救急活動等の絶対的不足 

2-4 帰宅困難者への水・食料等の供給不足  

2-5 
医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギ

ー供給の途絶による医療機能の麻痺 

2-6 
疫病・感染症等の大規模発生、劣悪な避難生活環境等による被災者の健

康状態の悪化 

３ 
必要不可欠な行政機

能は確保する 
3-1 市職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

４ 

必要不可欠な情報通

信機能・情報サービス

は確保する 

4-1 電力供給停止等による情報通信の 途絶・長期停止 

4-2 情報の収集・伝達ができず、避難行動や救助・支援が遅れる事態 

５ 
経済活動を機能不全

に陥らせない 

5-1 経済活動が再開できないことによる企業の生産力低下 

5-2 重要な産業施設の損壊、火災、爆発等 

5-3 物流機能等の大幅な低下 

5-4 食料等の安定供給の停滞 
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６ 

必要最低限の電気、ガ

ス、上下水道等を確保

するとともに、これら

を早期に復旧させる 

6-1 ライフライン（電気、ガス、上下水道等）の長期間にわたる機能停止 

6-2 地域交通ネットワークの長期間にわたる機能停止 

７ 

制御不能な複合災

害・二次災害を発生さ

せない 

7-1 市街地での大規模火災の発生 

7-2 海上・臨海部の広域複合災害 

7-3 沿線・沿道の建物倒壊による直接的な被害及び交通麻痺 

7-4 ダム等の損壊・機能不全による二次災害の発生 

7-5 有害物質の大規模拡散・流出 

7-6 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

８ 

社会・経済が迅速かつ

従前より強靭な姿で

復興できる条件を整

備する 

8-1 災害廃棄物処理の停滞により、復旧・復興が大幅に遅れる事態 

8-2 道路啓開等を担う人材等の不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

8-3 
広域地盤沈下等による浸水被害の発生により復旧・復興が大幅に遅れる

事態 

8-4 
貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等による有

形・無形の文化の衰退・喪失 

8-5 
事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興が

大幅に遅れる事態 

8-6 
風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒産等による地

域経済等への甚大な影響 
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３ 脆弱性評価結果 

   

32の「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」ごとに、それを回避するための現行施策を抽

出し、現行施策で対応が十分かどうか、脆弱性の分析・評価を実施した。 

 

目標１ 直接死を最大限防ぐ 

１－１ 住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や不特定多数が集まる施設の倒壊による死傷者

の発生 

① 住宅・建築物の耐震化の推進 

大規模地震が発生した場合、市域における住宅・建築物の倒壊により人的被害が想定される。このた

め、市街地等における住宅・建築物の耐震化及びブロック塀の安全対策を促進するとともに、公営住宅

等整備事業などの推進により、災害に強いまちづくりを進める必要がある。 

【建設課】 

② 公共施設等の耐震化 

大規模地震発生後に公共施設等が使用不能となると、避難や救助活動、被災者支援等に大きな支障が

でることが予想される。このため拠点となる公共施設等の耐震化を推進する必要がある。 

【財産監理課】 

③ 多数の者が利用する建築物の耐震化 

不特定多数の者が利用する建築物や地域住民等が多数利用する建築物の倒壊による人的被害の発生を

抑えるため、不特定多数の者が利用する建築物や地域住民が多数利用する建築物等について耐震化を促

進する必要がある。 

【建設課・財産監理課】 

④ 交通施設、沿線、沿道建物の耐震化及び液状化現象対策 

港湾、幹線道路等の交通施設及び沿道建築物の複合的倒壊や液状化現象により、避難、応急対応、物

資輸送等への障害が発生することを防ぐため、交通施設及び沿線・沿道建築物の耐震化及び液状化現象

対策を促進する必要がある。 

また、公共バスの機能停止や死傷者の発生等の被害を抑えるため、経年劣化したバス停留所の周辺な

どの施設について、状況に応じて整備・改修を行う必要がある。 

【建設課・企画課】 

⑤ 無電柱化等 

電柱の倒壊により道路交通が阻害され、避難や救助活動、物資輸送等の障害になることを防ぐため、

倒壊した電柱の早期撤去・復旧に向けた民間事業者との情報共有及び連携体制の強化を図るとともに、

市街地等における道路の無電柱化を検討する必要がある。 

【建設課】 

⑥ 都市公園事業の推進 

市街地での大規模災害の発生時における避難・救援活動の場となる都市公園や緑地の確保及び整備を

図る必要がある。 

【建設課】 
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⑦ 防災情報の提供と住民周知 

地震・津波、風水害等による災害発生時に、住民等の生命・身体への危害が発生することを抑えるた

め、防災行政無線や市ホームページ等により、住民等への適切で多重多様な防災情報を提供するととも

に、市ハザードマップなどを活用し、避難等の災害対策について住民周知を図るなど、ソフト事業を推

進する必要がある。 

【総務課】 

⑧ 災害対応力の向上 

消防団員の高齢化や地域の過疎化などが進んでおり、将来的に消防団の存続が危ぶまれる。地域防災

力の要となる団員の確保に向け、入団しやすく、活動しやすい環境を整備することで、消防団の充実及

び強化を図る必要がある。 

 また、消防団の災害時対応能力の強化のため、訓練・教育等による人材育成や資機材の充実を図る必

要がある。 

【総務課】 

⑨ 自主防災組織の充実及び活動の促進 

地域防災力を向上させるため、各自主防災組織の地区防災計画の策定や見直し、訓練等の実施、人材

育成や資機材の充実等を図り活動を促進する必要がある。 

【総務課】 

⑩ 要配慮者の防災対策の推進 

地域との連携による要配慮者への支援体制の構築と対象者情報の適正管理や活用を図る必要がある。 

【福祉事務所・高齢者支援課・建設課・健康保険課】 

 

⑪ 来島者の防災対策の推進 

災害発生時における観光客等来島者の対策推進のため、緊急避難用に視認性の高い展望所の設置等、

防災対策を図る必要がある。 

【経済観光課・建設課】 

⑫ 総合防災訓練 

関係機関による総合防災訓練を実施するとともに、被災状況等の情報共有や大規模・特殊災害対応体

制、装備資機材等の機能向上を図る必要がある。 

【総務課】 

⑬ 空き家対策の推進 

空き家等の所有者や管理者に対し、適正管理や老朽化防止の必要性を周知すると共に、空き家等の発

生抑制や利活用を促進する必要がある。 

【建設課・地域支援課】 

 

１－２ 密集市街地や不特定多数が集まる施設における大規模火災による死傷者の発生 

① 防火対策の推進 

住宅密集地や不特定多数が集まる施設の火災による、物的・人的被害を抑えるため、出火防止対策及び

建物関係者や住民の防火意識の向上を図る必要がある。 
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【総務課・消防署】 

② 消火・救助活動能力の強化 

市街地で大規模火災が発生した場合、同時に多発する消火、救助、救急事案に対し、同時多発に対応で

きる消防力（設備・消防水利等）の強化を図る必要がある。 

医療機関と消防との連携したマニュアルを整備し訓練を行う等、円滑な救急患者受入体制を整備する必

要がある。 

【消防署】 

③ 感震ブレーカーの普及啓発 

感震ブレーカーの設置により、通電火災による大規模火災の発生を防ぐ必要がある。 

【消防署】 

④ 防火意識の向上 

大規模火災が発生した場合、不特定多数の者が利用する建築物の火災により、多数の人的被害が想定さ

れる。このため、不特定多数の者が利用する建築物については、出火防止対策及び建物関係者の防火意識

の向上を図る必要がある。 

【総務課・消防署】 

⑤ 空き家の火災予防周知等 

 空き家の放火や延焼等を未然に防ぐため、空き家の所有者又は管理者に対し、火災予防上必要な措置を

講じるよう周知等を行う必要がある。 

【総務課・消防署】 

⑥ 都市公園事業の推進【再掲1-1-⑥】 

市街地での大規模災害の発生時における避難・救援活動の場となる都市公園や緑地の確保及び整備を図

る必要がある。 

【建設課】 

⑦ 災害対応力の向上【再掲1-1-⑧】 

消防団員の高齢化や地域の過疎化などが進んでおり、将来的に消防団の存続が危ぶまれる。地域防災力

の要となる団員の確保に向け、入団しやすく、活動しやすい環境を整備することで、消防団の充実及び強

化を図る必要がある。 

 また、消防団の災害時対応能力の強化のため、訓練・教育等による人材育成や資機材の充実を図る必要

がある。 

【総務課】 

⑧ 自主防災組織の充実及び活動の促進【再掲1-1-⑨】 

地域防災力を向上させるため、各自主防災組織の地区防災計画の策定や見直し、訓練等の実施、人材育

成や資機材の充実等を図り活動を促進する必要がある。 

【総務課】 

⑨ 要配慮者の防災対策の推進【再掲1-1-⑩】 

地域との連携による要配慮者への支援体制の構築と対象者情報の適正管理や活用を図る必要がある。 

【福祉事務所・高齢者支援課・建設課・健康保険課】 

⑩ 来島者の防災対策の推進【再掲1-1-⑪】 
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災害発生時における観光客等来島者の対策推進のため、緊急避難用に視認性の高い展望所の設置等、防

災対策を図る必要がある。 

【経済観光課・建設課】 

⑪ 総合防災訓練【再掲1-1-⑫】 

関係機関による総合防災訓練を実施するとともに、被災状況等の情報共有や大規模・特殊災害対応体制、

装備資機材等の機能向上を図る必要がある。 

【総務課】 

 

１－３ 広域にわたる大規模津波等による死傷者の発生 

① 避難場所等の確保、避難所の耐震化等 

大規模津波等の発生時に、避難行動に遅れが生じることによる死傷者の発生を抑えるため、津波防災

地域づくり、避難場所や避難路の確保、避難所等の耐震化、火災予防・危険物事故防止対策等の取り組

みを推進する必要がある。 

関係機関が連携して広域的かつ大規模な災害発生時の対応策を進める必要がある。 

【総務課】 

② 海岸堤防や港湾・漁港等の老朽化等対策の推進 

海岸堤防や港湾・漁港等の機能の低下や倒壊等による、浸水被害等の発生を抑えるため、施設の老朽

化対策等を推進する必要がある。 

【建設課】 

③ 国道、県道、市道、農道など幹線道路等の整備促進 

大規模災害の発生後、避難や物資の輸送のため幹線道路等が重要となる。老朽化した箇所などを改修

するほか、高規格の道路整備を推進する必要がある。 

【建設課・農林水産課】 

④ 無電柱化等【再掲1-1-⑤】 

電柱の倒壊により道路交通が阻害され、避難や救助活動、物資輸送等の障害になることを防ぐため、

倒壊した電柱の早期撤去・復旧に向けた民間事業者との情報共有及び連携体制の強化を図るとともに、

市街地等における道路の無電柱化を検討する必要がある。 

【建設課】 

⑤ 防災情報の提供と住民周知【再掲1-1-⑦】 

地震・津波、風水害等による災害発生時に、住民等の生命・身体への危害が発生することを抑えるた

め、防災行政無線や市ホームページ等により、住民等への適切で多重多様な防災情報を提供するととも

に、市ハザードマップなどを活用し、避難等の災害対策について住民周知を図るなど、ソフト事業を推

進する必要がある。   

                              【総務課】 

⑥ 災害対応力の向上【再掲1-1-⑧】 

消防団員の高齢化や地域の過疎化などが進んでおり、将来的に消防団の存続が危ぶまれる。地域防災

力の要となる団員の確保に向け、入団しやすく、活動しやすい環境を整備することで、消防団の充実及

び強化を図る必要がある。 
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 また、消防団の災害時対応能力の強化のため、訓練・教育等による人材育成や資機材の充実を図る必

要がある。 

【総務課】 

⑦ 自主防災組織の充実及び活動の促進【再掲1-1-⑨】 

地域防災力を向上させるため、各自主防災組織の地区防災計画の策定や見直し、訓練等の実施、人材

育成や資機材の充実等を図り活動を促進する必要がある。 

【総務課】 

⑧ 要配慮者の防災対策の推進【再掲1-1-⑩】 

地域との連携による要配慮者への支援体制の構築と対象者情報の適正管理や活用を図る必要がある。 

【福祉事務所・高齢者支援課・建設課・健康保険課】 

 

⑨ 来島者の防災対策の推進【再掲1-1-⑪】 

災害発生時における観光客等来島者の対策推進のため、緊急避難用に視認性の高い展望所の設置等、

防災対策を図る必要がある。 

【経済観光課・建設課】 

⑩ 総合防災訓練【再掲1-1-⑫】 

関係機関による総合防災訓練を実施するとともに、被災状況等の情報共有や大規模・特殊災害対応体

制、装備資機材等の機能向上を図る必要がある。 

【総務課】 

 

１－４ 突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による死傷者の発生 

① 防災情報の提供と住民周知【再掲1-1-⑦】 

地震・津波、風水害等による災害発生時に、住民等の生命・身体への危害が発生することを抑えるた

め、防災行政無線や市ホームページ等により、住民等への適切で多重多様な防災情報を提供するととも

に、市ハザードマップなどを活用し、避難等の災害対策について住民周知を図るなど、ソフト事業を推

進する必要がある。 

【総務課】 

② 災害対応力の向上【再掲1-1-⑧】 

消防団員の高齢化や地域の過疎化などが進んでおり、将来的に消防団の存続が危ぶまれる。地域防災

力の要となる団員の確保に向け、入団しやすく、活動しやすい環境を整備することで、消防団の充実及

び強化を図る必要がある。 

 また、消防団の災害時対応能力の強化のため、訓練・教育等による人材育成や資機材の充実を図る必

要がある。 

【総務課】 

③ 自主防災組織の充実及び活動の促進【再掲1-1-⑨】 

地域防災力を向上させるため、各自主防災組織の地区防災計画の策定や見直し、訓練等の実施、人材

育成や資機材の充実等を図り活動を促進する必要がある。 

【総務課】 
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④ 要配慮者の防災対策の推進【再掲1-1-⑩】 

地域との連携による要配慮者への支援体制の構築と対象者情報の適正管理や活用を図る必要がある。 

【福祉事務所・高齢者支援課・建設課・健康保険課】 

 

⑤ 来島者の防災対策の推進【再掲1-1-⑪】 

災害発生時における観光客等来島者の対策推進のため、緊急避難用に視認性の高い展望所の設置等、

防災対策を図る必要がある。 

【経済観光課・建設課】 

⑥ 総合防災訓練【再掲1-1-⑫】 

関係機関による総合防災訓練を実施するとともに、被災状況等の情報共有や大規模・特殊災害対応体

制、装備資機材等の機能向上を図る必要がある。 

【総務課】 

 

１－５ 風水害による死傷者の発生 

① 河川改修等の治水対策の推進 

過去に大きな浸水被害が発生した河川において、現在、県により河道掘削、築堤等の整備が推進され

ているが、近年、気候変動による集中豪雨の発生が増加傾向にあり、大規模洪水による甚大な浸水被害

が懸念されるため、地元の要望や必要性、緊急性などを総合的に判断しながら、河川改修や排水施設（雨

水）の整備推進を図る必要がある。 

【建設課】 

② 土砂災害対策の推進 

土砂災害の発生リスクを抑えるため、市内の土砂災害危険箇所における整備率は低い状況であることを

踏まえ、県等と連携して人命を守るための砂防施設等の整備を推進し、土砂災害に対する安全度の向上

を図る必要がある。 

【建設課】 

③ 治山事業の促進 

 林地の崩壊など山地災害の発生を防ぐため、県等と連携し、山腹工や渓間工、流木による被害を防止・

軽減するための流木捕捉式治山ダムなど治山施設の整備の検討や根系等の発達を促すための間伐など森

林の整備を促進する必要がある。 

【農林水産課】 

④ 避難体制の整備等、土砂災害警戒区域等の周知 

土砂災害に対する安全度の向上を図るため、当該区域における警戒避難体制の整備を推進するととも

に、土砂災害警戒区域の周知を図る必要がある。 

【総務課】 

⑤ 公共施設等の風水害対策 

本市は台風の常襲地帯であることから、大型台風等の被害を軽減するため公共施設等の風水害対策を

行う必要がある。 

【財産監理課】 
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⑥ 無電柱化等【再掲1-1-⑤】 

電柱の倒壊により道路交通が阻害され、避難や救助活動、物資輸送等の障害になることを防ぐため、

倒壊した電柱の早期撤去・復旧に向けた民間事業者との情報共有及び連携体制の強化を図るとともに、

市街地等における道路の無電柱化を検討する必要がある。 

【建設課】 

⑦ 防災情報の提供と住民周知【再掲1-1-⑦】 

地震・津波、風水害等による災害発生時に、住民等の生命・身体への危害が発生することを抑えるた

め、防災行政無線や市ホームページ等により、住民等への適切で多重多様な防災情報を提供するととも

に、市ハザードマップなどを活用し、避難等の災害対策について住民周知を図るなど、ソフト事業を推

進する必要がある。 

【総務課】 

⑧ 災害対応力の向上【再掲1-1-⑧】 

消防団員の高齢化や地域の過疎化などが進んでおり、将来的に消防団の存続が危ぶまれる。地域防災

力の要となる団員の確保に向け、入団しやすく、活動しやすい環境を整備することで、消防団の充実及

び強化を図る必要がある。 

 また、消防団の災害時対応能力の強化のため、訓練・教育等による人材育成や資機材の充実を図る必

要がある。 

【総務課】 

⑨ 自主防災組織の充実及び活動の促進【再掲1-1-⑨】 

地域防災力を向上させるため、各自主防災組織の地区防災計画の策定や見直し、訓練等の実施、人材

育成や資機材の充実等を図り活動を促進する必要がある。 

【総務課】 

⑩ 要配慮者の防災対策の推進【再掲1-1-⑩】 

地域との連携による要配慮者への支援体制の構築と対象者情報の適正管理や活用を図る必要がある。 

【福祉事務所・高齢者支援課・建設課・健康保険課】 

 

⑪ 来島者の防災対策の推進【再掲1-1-⑪】 

災害発生時における観光客等来島者の対策推進のため、緊急避難用に視認性の高い展望所の設置等、

防災対策を図る必要がある。 

【経済観光課・建設課】 

⑫ 総合防災訓練【再掲1-1-⑫】 

関係機関による総合防災訓練を実施するとともに、被災状況等の情報共有や大規模・特殊災害対応体

制、装備資機材等の機能向上を図る必要がある。 

【総務課】 
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目標２ 救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに被災者等の健康・避難生活 

環境を確実に確保する 

２－１ 食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止 

① 水道施設の耐震化等の推進 

安定的な水道供給を図るため、水道施設の更新、老朽施設や老朽管路の計画的な改修と維持管理を実

施する必要がある。 

【水道課】 

② 応急給水体制の整備 

災害時の応急給水を考慮し、予備水源等の緊急時に確保できる水量・水質について調査・把握してお

く必要がある。 

被災時に、水の供給に支障を来すことのないよう、重要度及び優先度を考慮した応急給水体制を整備

するなど被災した施設の迅速な防護・復旧を図る必要がある。 

【水道課】 

③ 陸上からの人員・物資輸送ルートの確保 

陸上からの人員輸送及び物資供給の長期停止を防ぐため、道路施設などの耐震性等の機能強化を推進

する必要がある。 

既存施設の点検等の結果を踏まえ、防災対策を確実に実施する必要がある。 

【建設課】 

④ 海運による人的支援及び物資輸送ルートの確保 

海上からの人的支援及び物資供給の長期停止を防ぐため、大規模自然災害発生時に海上輸送の機能が

失われる恐れもあることから、交通と物資輸送の最大拠点である西之表港に耐震強化岸壁の整備等、市

内の港湾の強靭化を推進するため、港湾施設の耐震性等の機能強化を推進し既存施設の点検の結果を踏

まえ、防災対策を確実に実施する必要がある。 

また、大規模災害時には災害廃棄物や他地域からの流木等漂流物による、海運機能の低下が予想され

ることから、事態を想定し関係機関と連携した対策を進める必要がある。 

【建設課】 

⑤ 空輸による人的支援及び物資輸送ルートの確保 

人的支援及び物資供給の長期停止を防ぐため、市へリポート等の耐震性等の機能強化を推進する必要

がある。 

既存施設の点検等の結果を踏まえ、防災対策を確実に実施する必要がある。 

【総務課】 

⑥ 国道、県道、市道、農道など幹線道路等の整備促進【再掲1-3-③】 

大規模災害の発生後、避難や物資の輸送のため幹線道路等が重要となる。老朽化した個所などを改修

するほか、高規格の道路整備を推進する必要がある。 

【建設課・農林水産課】 

⑦ 計画的な備蓄の推進 

大規模災害時に備えるため、多様な事態を想定し、市にて計画的に避難所資機材・物資、食料・飲料

水等の備蓄に取り組む必要がある。地域住民に対しては家庭において最低３日、推奨１週間分の備蓄を
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働きかける必要がある。 

【総務課】 

⑧ 備蓄物資の供給体制等の強化 

市備蓄物資や流通備蓄物資の搬出・搬入について、適正かつ迅速な物資の確保を行うため、関係機関

との連携や調整などを強化する必要がある。 

【総務課】 

⑨ 緊急物資の輸送体制の構築 

食料、飲料水、生活物資などの確保を円滑に行うため、緊急物資の集積拠点の整備促進を図るととも

に、平時から緊急物資の集積拠点の管理・運営や輸送に係る事業者等との協力体制の構築を図る必要が

ある。 

【総務課】 

⑩ 医療用資機材・医薬品等の供給体制の整備 

災害拠点病院における医療用資機材・医薬品等の不足を防ぐため、県医薬品卸業協会など各団体と県

が締結している協定を必要に応じ見直しを促すなど、円滑な供給体制の構築を推進する必要がある。 

【健康保険課】 

⑪ 医療用資機材・医薬品等の備蓄 

大規模災害発生初動期における、医療救護用の医療用資機材・医薬品等の確保を図るため、県からの

委託による医療用資機材・医薬品等の備蓄に加え、災害拠点病院が独自で備蓄しておくことも必要であ

る。 

【健康保険課】 

⑫ 災害ボランティアや緊急物資等の受援体制 

大規模災害時には、災害ボランティアの受け入れや、全国各地から多くの救援物資が搬送されてくる

ことが想定されるため、受援体制の構築を進める必要がある。 

【総務課・福祉事務所】 

 

２－２ 多数かつ長期にわたる孤立集落等の発生 

① 孤立集落対策の推進 

道路の寸断による孤立集落の発生を防ぐため、防災対策を要する箇所についてのハード対策を着実に

行い、災害に強い道路づくりを推進する必要がある。 

【建設課】 

② 西之表港の耐震強化岸壁の整備 

大規模自然災害が発生し、基幹的な道路交通ネットワークが一時的に遮断された場合を想定すると、

西之表港を活用した救助活動や物資輸送などのために耐震強化岸壁を整備する必要がある。 

【建設課】 

③ 孤立集落の情報連絡体制の整備 

 災害時に孤立集落が発生した場合に情報連絡体制を維持するため、孤立が想定される集落に衛星携帯

電話等の通信機器を整備する必要がある。 

【総務課】 
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④ 緊急物資の備蓄 

 孤立が予想される地区などを想定し、食料品、飲料水、生活雑貨、医薬品等の物資及び資機材の備蓄

を促進する必要がある。 

【総務課・地域支援課】 

⑤ 自主防災組織の充実及び活動の促進【再掲1-1-⑨】 

地域防災力を向上させるため、各自主防災組織の地区防災計画の策定や見直し、訓練等の実施、人材

育成や資機材の充実等を図り活動を促進する必要がある。 

【総務課】 

 

２－３ 消防等の被災による救助・救急活動等の絶対的不足 

① 消防の体制等強化 

火災、救助、救急事案が同時に多発した時に、消防力が劣勢になることを防ぐため、活動人員の確保

や、緊急消防援助隊など応援隊の受入体制を整備し、消火・救助・救急活動等が迅速に行われる体制を

構築する必要がある。 

なお、離島により応援隊の迅速な受け入れが困難なため、常時より消防力の充実・強化に努める必要

がある。 

【消防署】 

② 消防機能の維持 

 災害時に消防力の低下を防ぐため、震災等災害発生時にも活動継続できるよう、消防拠点施設の耐震

性能等の他、津波・風水害対策も考慮し立地を検討する必要がある。 

【消防署】 

③ 災害対応力の向上【再掲1-1-⑧】 

消防団員の高齢化や地域の過疎化などが進んでおり、将来的に消防団の存続が危ぶまれる。地域防災

力の要となる団員の確保に向け、入団しやすく、活動しやすい環境を整備することで、消防団の充実及

び強化を図る必要がある。 

 また、消防団の災害時対応能力の強化のため、訓練・教育等による人材育成や資機材の充実を図る必

要がある。 

【総務課】 

④ 情報通信機能の耐災害性の強化 

災害時に、関係機関との通信能力や指揮命令系統等を維持するため、情報通信機能の耐災害性の強化・

高度化を着実に推進する必要がある。 

【総務課】 

⑤ 災害派遣医療チーム（DMAT）の整備 

中核医療機関である種子島医療センターにおいて、災害派遣医療チーム（DMAT） の整備促進のため、

専門的な研修の受講及び訓練への参加を推進する必要がある。 

【健康保険課】 
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２－４ 帰宅困難者への水・食料等の供給不足  

① 帰宅困難者への生活物資、水・食料等の供給 

帰宅困難者の受け入れに必要な、生活物資、飲料水・食料等の備蓄を促進する必要がある。 

【総務課】 

 

２－５ 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶による医

療機能の麻痺 

① 医療従事者の確保 

災害拠点病院等における医療従事者の確保を図るため、県医師会や熊毛地区医師会、他の医療機関な

どと連携し、災害拠点病院連絡会議等を通した関係機関等との連携強化の推進に努め、医療従事者の確

保に努める必要がある。 

【健康保険課】 

② 医療救護活動の体制整備 

 大規模災害発生時には、救護所等で活動する医療従事者の確保が必要となる。このため、関係団体等

と連携し、医療救護活動等の体制整備に努める必要がある。 

【健康保険課】 

③ 災害派遣医療チーム（DMAT）の受入体制整備 

市内医療機関等において、災害発生直後の急性期（概ね48時間以内）に救命救急活動が開始できるよ

う、市外から派遣される災害派遣医療チーム（DMAT）の受入体制を整備する必要がある。 

【健康保険課】 

④ 広域災害・救急医療情報システム（EMIS）の活用 

中核医療機関である種子島医療センターにおいて、被災地域で迅速かつ適切な医療・救護を行うため、

必要な各種情報を集約・提供可能な広域災害・救急医療情報システム（EMIS）のさらなる活用を進める

必要がある。 

【健康保険課】 

⑤ 災害対応マニュアルなどの見直し 

災害時の医療体制を確保するため、災害対応マニュアル及び業務継続計画（BCP）について、継続的に

内容の見直しを行う必要がある。 

【総務課】 

⑥ 緊急ヘリコプター（防災ヘリ・自衛隊ヘリ等）及びドクターヘリの運航体制の強化 

救急医療体制を充実・強化するため、災害時での緊急対応ができるよう、県が運航する緊急ヘリコプ

ター及びドクターヘリについて、安定した運用のため、県及び関係機関との連携を強化する必要がある。 

【総務課】 

⑦ 電力供給遮断時の電力確保 

電力供給遮断等の非常時に備えるために、非常用電源、非常用発電機とその燃料等を確保する必要が

ある。 

【財産監理課・総務課】 
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⑧ 再生可能エネルギー等の導入促進 

発電所の被災等により、長期間にわたる電気の供給停止時にも電気を確保するため、太陽光発電シス

テムや蓄電池等の導入を促進する必要がある。 

【企画課・経済観光課】 

⑨ 国道、県道、市道、農道など幹線道路等の整備促進【再掲1-3-③】 

大規模災害の発生後、避難や物資の輸送のため幹線道路等が重要となる。老朽化した箇所などを改修

するほか、高規格の道路整備を推進する必要がある。 

【建設課・農林水産課】 

⑩ 陸上からの人員・物資輸送ルートの確保【再掲2-1-③】 

陸上からの人員輸送及び物資供給の長期停止を防ぐため、道路施設などの耐震性等の機能強化を推進

する必要がある。 

既存施設の点検等の結果を踏まえ、防災対策を確実に実施する必要がある。 

【建設課】 

⑪ 海運による人的支援及び物資輸送ルートの確保【再掲2-1-④】 

海上からの人的支援及び物資供給の長期停止を防ぐため、大規模自然災害発生時に海上輸送の機能が

失われる恐れもあることから、交通と物資輸送の最大拠点である西之表港に耐震強化岸壁の整備等、市

内の港湾の強靭化を推進するため、港湾施設の耐震性等の機能強化を推進し既存施設の点検の結果を踏

まえ、防災対策を確実に実施する必要がある。 

また、大規模災害時には災害廃棄物や他地域からの流木等漂流物による、海運機能の低下が予想され

ることから、事態を想定し関係機関と連携した対策を進める必要がある。 

【建設課】 

⑫ 空輸による人的支援及び物資輸送ルートの確保【再掲2-1-⑤】 

人的支援及び物資供給の長期停止を防ぐため、市へリポート等の耐震性等の機能強化を推進する必要

がある。 

既存施設の点検等の結果を踏まえ、防災対策を確実に実施する必要がある。 

【総務課】 

 

２－６ 疫病・感染症等の大規模発生、劣悪な避難生活環境等による被災者の健康状態の悪化 

① 感染症の発生・まん延防止 

浸水被害等による感染症の発生予防やまん延防止のため、関連部署や消毒・害虫駆除業者等の関係団

体との連携や連絡体制の確保を図る必要がある。 

【健康保険課・市民生活課】 

② 生活排水の適正な処理の推進 

地域の特性に応じた排水施設を整備し、適正な処理の啓発や合併処理浄化槽推進活動に取り組み、汚

水処理人口普及率向上に努める必要がある。 

また、排水・下水施設の風水害対策・耐震性等についても検討する必要がある。 

【建設課・市民生活課】 

③ 避難所生活での感染症の流行等や静脈血栓塞栓症等の疾患への対策の推進 
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避難所生活での感染症の流行やトイレ等の住環境の悪化により、静脈血栓塞栓症（いわゆるエコノミ

ークラス症候群）、ストレス性の疾患が多発しないよう、関係機関と連携して予防活動を継続的に行う

必要がある。 

【福祉事務所】 

④ 避難所運営体制の整備、避難所運営訓練等の実施 

ガイドラインや近年の災害教訓等に基づき避難所運営マニュアルを見直す必要がある。また、避難所

運営訓練等を通じて、避難所の運営管理のために必要な知識等の普及に努める必要がある。 

【福祉事務所】 

⑤ 福祉避難所の増加 

社会福祉施設等や宿泊施設等の協力を得つつ、福祉避難所の増加を図る必要がある。 

【総務課・福祉事務所・高齢者支援課】 

⑥ 避難所の環境整備促進 

避難所における避難者の良好な健康状態を保つと共に、感染症等を予防するため、必要な改修等を行

い、設備・備品などの整備を図る必要がある。 

【福祉事務所・総務課・教育委員会総務課】 

⑦ 災害時保健活動及び災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）受援体制の整備 

発災直後から保健活動を速やかに実施できる体制を整備するとともに、県と連携し、災害時健康危機

管理支援チーム（DHEAT）の受援体制を構築する必要がある。 

【健康保険課】 

⑧ 計画的な備蓄の推進【再掲2-1-⑦】 

大規模災害時に備えるため、多様な事態を想定し、市にて計画的に避難所資機材・物資、食料・飲料

水等の備蓄に取り組む必要がある。地域住民に対しては家庭において最低３日、推奨１週間分の備蓄を

働きかける必要がある。 

【総務課】 

⑨ 電力供給遮断時の電力確保【再掲2-5-⑦】 

電力供給遮断等の非常時に備えるために、非常用電源、非常用発電機とその燃料等を確保する必要が

ある。 

【財産監理課・総務課】 

⑩ 再生可能エネルギー等の導入促進【再掲2-5-⑧】 

発電所の被災等により、長期間にわたる電気の供給停止時にも電気を確保するため、太陽光発電シス

テムや蓄電池等の導入を促進する必要がある。 

【企画課・経済観光課】 
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目標３ 必要不可欠な行政機能は確保する 

３－１ 市職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

① 公共施設等の耐震化【再掲 1-1-②】 

大規模地震発生後に公共施設等が使用不能となると、避難や救助活動、被災者支援等に大きな支障が

でることが予想される。このため拠点となる公共施設等の耐震化を推進する必要がある。 

【財産監理課】 

② 公共施設等の風水害対策【再掲1-5-⑤】 

本市は台風の常襲地帯であることから、大型台風等の被害を軽減するため公共施設等の風水害対策を

行う必要がある。 

【財産監理課】 

③ 電力供給遮断時の電力確保【再掲2-5-⑦】 

電力供給遮断等の非常時に備えるために、非常用電源、非常用発電機とその燃料等を確保する必要が

ある。 

【財産監理課・総務課】 

④ 再生可能エネルギー等の導入促進【再掲2-5-⑧】 

発電所の被災等により、長期間にわたる電気の供給停止時にも電気を確保するため、太陽光発電シス

テムや蓄電池等の導入を促進する必要がある。 

【企画課】 

⑤ 業務継続計画（BCP）の見直し等 

市における業務継続計画（BCP）の見直し及び実効性向上を促進すること等により、業務継続体制を強

化する取り組みを進める必要がある。 

また、業務継続に必要な備蓄品等の確保又は調達等に関する取り組みを進める必要がある。 

【総務課】 

⑥ 市の災害対応力向上 

職員用初動マニュアルの見直し及び実効性向上を促進する必要がある。 

【総務課】 

⑦ 市インターネット回線及び基幹系の機器等の冗長化*等による業務継続性の強化 

市役所インターネット回線及び基幹系ネットワークにおいて、障害や災害等による業務停止の防止を

念頭に、機器・通信回線等の冗長化や予備機の確保、遠隔地バックアップ、システムのクラウド化等を

さらに推進する必要がある。 

【企画課】 

⑧ 職員用食糧及び水等の備蓄の推進 

大規模災害時における一定期間の食料・飲料水等の供給停止に備えるため、計画的に職員用の食料・

飲料水等の備蓄に取り組む必要がある。 

【総務課】 

⑨ 災害ボランティアや緊急物資等の受援体制【再掲2-1-⑫】 

大規模災害時には、災害ボランティアの受け入れや、全国各地から多くの救援物資が搬送されてくる

ことが想定されるため、受援体制の構築を進める必要がある。   

*冗長化…予備装置を平常時からバックア

ップとして配置し運用しておくこと。 
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【総務課・福祉事務所】 

⑩ 災害時相互応援協定の締結による連携強化 

 同時被災リスクの少ない遠方自治体や事業所等との「災害時相互応援協定」の締結により、災害時に

おける連携強化の取り組みを推進する必要がある。 

【総務課】 

 

 

目標４ 必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する 

４－１ 電力供給停止等による情報通信の 途絶・長期停止 

① 情報通信機能の耐災害性の強化等 

情報通信の途絶・長期停止時にも、防災情報等を市民へ情報伝達するため、情報通信機能の複線化な

ど、情報システムや通信手段の耐災害性の強化、高度化を推進する必要がある。 

【総務課】 

② 電力供給遮断時の電力確保【再掲2-5-⑦】 

電力供給遮断等の非常時に備えるために、非常用電源、非常用発電機とその燃料等を確保する必要が

ある。 

【財産監理課・総務課】 

③ 再生可能エネルギー等の導入促進【再掲2-5-⑧】 

発電所の被災等により、長期間にわたる電気の供給停止時にも電気を確保するため、太陽光発電シス

テムや蓄電池等の導入を促進する必要がある。 

【企画課・経済観光課】 

④ 災害時相互応援協定の締結による連携強化【再掲3-1-⑩】 

 同時被災リスクの少ない遠方自治体や事業所等との「災害時相互応援協定」の締結により、災害時に

おける連携強化の取り組みを推進する必要がある。 

【総務課】 

 

４－２ 情報の収集・伝達ができず、避難行動や救助・支援が遅れる事態 

① 情報伝達手段の多様化・確実化 

全国瞬時警報システム（Jアラート）や防災行政無線など、情報伝達手段の堅牢化・高度化等により、

多様化・確実化をさらに進める必要がある。 

【総務課】 

② 道路情報提供装置等の整備 

情報伝達の不備による避難行動の遅れ等で発生する人的被害を防ぐため、道路情報提供装置等の新

設・更新、機能の堅牢化・高度化を図る必要がある。 

【建設課】 

③ 市の人員確保・体制整備 

情報収集・提供手段の整備の進展に伴い、それらにより得られた情報の効果的な利活用をより一層充

実させるため、必要な人員確保・体制整備を行う必要がある。 
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【総務課】 

④ 災害発生時の情報発信 

災害発生時において、国内外に正しい情報を発信するため、状況に応じた発信すべき情報、情報発信

経路のシミュレーションをするなど訓練を行う必要がある。 

【総務課】 

⑤ 市民等への災害情報提供 

住民への災害情報提供にあたり、市と自治会や自主防災組織などが連携して、災害情報の共有を図る

必要がある。 

市内に滞在している観光客等に対して正確な情報提供を迅速に行う必要がある。 

【総務課・経済観光課】 

 

 

目標５ 経済活動を機能不全に陥らせない 

５－１ 経済活動が再開できないことによる企業の生産力低下 

① 住宅・建築物の耐震化の推進【再掲 1-1-①】 

大規模地震が発生した場合、市域における住宅・建築物の倒壊により人的被害が想定される。このた

め、市街地等における住宅・建築物の耐震化及びブロック塀の安全対策を促進するとともに、公営住宅

等整備事業などの推進により、災害に強いまちづくりを進める必要がある。 

【建設課】 

② 公共施設等の耐震化【再掲 1-1-②】 

大規模地震発生後に公共施設等が使用不能となると、避難や救助活動、被災者支援等に大きな支障が

でることが予想される。このため拠点となる公共施設等の耐震化を推進する必要がある。 

【財産監理課】 

③ 多数の者が利用する建築物の耐震化【再掲1-1-③】 

不特定多数の者が利用する建築物や地域住民等が多数利用する建築物の倒壊による人的被害の発生を

抑えるため、不特定多数の者が利用する建築物や地域住民が多数利用する建築物等について耐震化を促

進する必要がある。 

【建設課・財産監理課】 

④ 交通施設、沿線、沿道建物の耐震化及び液状化現象対策【再掲1-1-④】 

港湾、幹線道路等の交通施設及び沿道建築物の複合的倒壊や液状化現象により、避難、応急対応、物

資輸送等への障害が発生することを防ぐため、交通施設及び沿線・沿道建築物の耐震化及び液状化現象

対策を促進する必要がある。 

また、公共バスの機能停止や死傷者の発生等の被害を抑えるため、経年劣化したバス停留所の周辺な

どの施設について、状況に応じて整備・改修を行う必要がある。 

【建設課・企画課】 

⑤ 国道、県道、市道、農道など幹線道路等の整備促進【再掲1-3-③】 

大規模災害の発生後、避難や物資の輸送のため幹線道路等が重要となる。老朽化した箇所などを改修

するほか、高規格の道路整備を推進する必要がある。 
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【建設課・農林水産課】 

⑥ 陸上からの人員・物資輸送ルートの確保【再掲2-1-③】 

陸上からの人員輸送及び物資供給の長期停止を防ぐため、道路施設などの耐震性等の機能強化を推進

する必要がある。 

既存施設の点検等の結果を踏まえ、防災対策を確実に実施する必要がある。 

【建設課】 

⑦ 海運による人的支援及び物資輸送ルートの確保【再掲2-1-④】 

海上からの人的支援及び物資供給の長期停止を防ぐため、大規模自然災害発生時に海上輸送の機能が

失われる恐れもあることから、交通と物資輸送の最大拠点である西之表港に耐震強化岸壁の整備等、市

内の港湾の強靭化を推進するため、港湾施設の耐震性等の機能強化を推進し既存施設の点検の結果を踏

まえ、防災対策を確実に実施する必要がある。 

また、大規模災害時には災害廃棄物や他地域からの流木等漂流物による、海運機能の低下が予想され

ることから、事態を想定し関係機関と連携した対策を進める必要がある。 

【建設課】 

⑧ 電力供給遮断時の電力確保【再掲2-5-⑦】 

電力供給遮断等の非常時に備えるために、非常用電源、非常用発電機とその燃料等を確保する必要が

ある。 

【経済観光課・総務課】 

⑨ 再生可能エネルギー等の導入促進【再掲2-5-⑧】 

発電所の被災等により、長期間にわたる電気の供給停止時にも電気を確保するため、太陽光発電シス

テムや蓄電池等の導入を促進する必要がある。 

【経済観光課・総務課】 

⑩ 企業における事業継続計画（BCP）策定等の支援情報の周知等 

中小企業者における事業継続計画（BCP）の策定や、事業継続マネジメント（BCM）の構築に向けた取

組への支援情報の周知・広報を行う必要がある。 

【経済観光課・総務課】 

⑪ 港湾の事業継続計画（港湾BCP）の推進 

大規模自然災害が発生した際、港湾施設の同時多発被災や、船舶被災等により、海上輸送機能の停止

など港湾の能力が低下することで、サプライチェーンが寸断され、企業生産力低下による企業活動等の

停滞が想定される。このため、西之表港港湾BCPに基づき、これらの事態への対応を強化する必要がある。 

【建設課】 

 

５－２ 重要な産業施設等の損壊、火災、爆発等 

① 危険物施設の安全対策等の強化 

危険物施設における、大量の危険性物質の流出を防ぐため、ハード面での対策に加え、緊急時におけ

る応急措置等の優先順位を防災規程等に定めるなど、地震、津波、風水害対策の強化を図る必要がある。 

【総務課・消防署】 

② 重要な産業施設や危険物施設等の災害に備えた消防力の強化 
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重要な産業施設や危険物施設内で発生する大規模かつ特殊な災害を防ぐため消防力を強化し、特定事

業所の自衛消防組織及び関係機関との一層の連携、防災体制の強化を図るとともに、防災上必要な資機

材の整備等を進める必要がある。 

【消防署】 

 

５－３ 物流機能等の大幅な低下 

① 災害時の物資等輸送ルートの代替性・冗長性の確保 

輸送ルートを確実に確保するため、地震、津波、水害、土砂災害などへの対策等を進めるとともに、

輸送手段間の連携等による複数輸送ルートの確保を図る必要がある。 

迂回路として活用できる農道等について、道路管理者間で幅員、通行可能荷重等の情報共有を進める

必要がある。 

【建設課・農林水産課】 

② 交通施設、沿線、沿道建物の耐震化及び液状化現象対策【再掲1-1-④】 

港湾、幹線道路等の交通施設及び沿道建築物の複合的倒壊や液状化現象により、避難、応急対応、物

資輸送等への障害が発生することを防ぐため、交通施設及び沿線・沿道建築物の耐震化及び液状化現象

対策を促進する必要がある。 

また、公共バスの機能停止や死傷者の発生等の被害を抑えるため、経年劣化したバス停留所の周辺な

どの施設について、状況に応じて整備・改修を行う必要がある。 

【建設課・企画課】 

③ 国道、県道、市道、農道など幹線道路等の整備促進【再掲1-3-③】 

大規模災害の発生後、避難や物資の輸送のため幹線道路等が重要となる。老朽化した箇所などを改修

するほか、高規格の道路整備を推進する必要がある。 

【建設課・農林水産課】 

④ 陸上からの人員・物資輸送ルートの確保【再掲2-1-③】 

陸上からの人員輸送及び物資供給の長期停止を防ぐため、道路施設などの耐震性等の機能強化を推進

する必要がある。 

既存施設の点検等の結果を踏まえ、防災対策を確実に実施する必要がある。 

【建設課】 

⑤ 海運による人的支援及び物資輸送ルートの確保【再掲2-1-④】 

海上からの人的支援及び物資供給の長期停止を防ぐため、大規模自然災害発生時に海上輸送の機能が

失われる恐れもあることから、交通と物資輸送の最大拠点である西之表港に耐震強化岸壁の整備等、市

内の港湾の強靭化を推進するため、港湾施設の耐震性等の機能強化を推進し既存施設の点検の結果を踏

まえ、防災対策を確実に実施する必要がある。 

また、大規模災害時には災害廃棄物や他地域からの流木等漂流物による、海運機能の低下が予想され

ることから、事態を想定し関係機関と連携した対策を進める必要がある。 

【建設課】 

⑥ 港湾の事業継続計画（港湾BCP）の推進【再掲5-1-⑪】 

大規模自然災害が発生した際、港湾施設の同時多発被災や、船舶被災等により、海上輸送機能の停止
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など港湾の能力が低下することで、サプライチェーンが寸断され、企業生産力低下による企業活動等の

停滞が想定される。このため、西之表港港湾BCPに基づき、これらの事態への対応を強化する必要がある。 

【建設課】 

⑦ 無電柱化等【再掲1-1-⑤】 

電柱の倒壊により道路交通が阻害され、避難や救助活動、物資輸送等の障害になることを防ぐため、

倒壊した電柱の早期撤去・復旧に向けた民間事業者との情報共有及び連携体制の強化を図るとともに、

市街地等における道路の無電柱化を検討する必要がある。 

【建設課】 

 

５－４ 食料等の安定供給の停滞 

① 計画的な備蓄の推進【再掲2-1-⑦】 

大規模災害時に備えるため、多様な事態を想定し、市にて計画的に避難所資機材・物資、食料・飲料

水等の備蓄に取り組む必要がある。地域住民に対しては家庭において最低３日、推奨１週間分の備蓄を

働きかける必要がある。 

【総務課】 

② 備蓄物資の供給体制等の強化【再掲2-1-⑧】 

市備蓄物資や流通備蓄物資の搬出・搬入について、適正かつ迅速な物資の確保を行うため、関係機関

との連携や調整などを強化する必要がある。 

【総務課】 

③ 緊急物資の輸送体制の構築【再掲2-1-⑨】 

食料、飲料水、生活物資などの確保を円滑に行うため、緊急物資の集積拠点の整備促進を図るととも

に、平時から緊急物資の集積拠点の管理・運営や輸送に係る事業者等との協力体制の構築を図る必要が

ある。 

【総務課】 

④ 漁港の機能保全 

本市管理漁港における、既設の外郭施設・水域施設等漁港施設及び海岸保全施設の老朽化対策を着実

に進める必要がある。 

【建設課】 

⑤ 畑地かんがい施設の維持管理 

大規模地震が発生した場合、施設の破損等により農地に水が送れない状況が発生し、作物の生育に多

大な影響を及ぼすことが想定される。このため、点検診断を実施し、補強の必要な箇所は対策を実施す

るとともに、代替水源や、臨時給水体制の確立を推進する必要がある。 

【農林水産課】 

⑥ 事業所等との連携の強化 

 大規模災害時の安定した食料等の物資供給体制を維持するため、事業者等との協力体制の構築を図り

連携を強化する必要がある。 

【総務課】 
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目標６ 必要最低限の電気、ガス、上下水道等を確保するとともに、これらを早期に 

復旧させる 

６－１ ライフライン（電気、ガス、上下水道等）の長期間にわたる機能停止 

① 電力供給遮断時の電力確保【再掲2-5-⑦】 

電力供給遮断等の非常時に備えるために、非常用電源、非常用発電機とその燃料等を確保する必要が

ある。 

【財産監理課・総務課】 

② 再生可能エネルギー等の導入促進【再掲2-5-⑧】 

発電所の被災等により、長期間にわたる電気の供給停止時にも電気を確保するため、太陽光発電シス

テムや蓄電池等の導入を促進する必要がある。 

【企画課・経済観光課】 

③ 危険物施設の安全対策等の強化【再掲5-2-①】 

危険物施設における、大量の危険性物質の流出を防ぐため、ハード面での対策に加え、緊急時におけ

る応急措置等の優先順位を防災規程等に定めるなど、地震、津波、風水害対策の強化を図る必要がある。 

【総務課・消防署】 

④ 危険物施設等の災害に備えた消防力の強化【再掲5-2-②】 

危険物施設内で発生する大規模かつ特殊な災害を防ぐため消防力を強化し、特定事業所の自衛消防組

織及び関係機関との一層の連携、防災体制の強化を図るとともに、防災上必要な資機材の整備等を進め

る必要がある。 

【消防署】 

⑤ 水道施設の耐震化等の推進【再掲2-1-①】 

安定的な水道供給を図るため、水道施設の更新、老朽施設や老朽管路の計画的な改修と維持管理を実

施する必要がある。 

【水道課】 

⑥ 応急給水体制の整備【再掲2-1-②】 

災害時の応急給水を考慮し、予備水源等の緊急時に確保できる水量・水質について調査・把握してお

く必要がある。 

被災時に、水の供給に支障を来すことのないよう、重要度及び優先度を考慮した応急給水体制を整備

するなど被災した施設の迅速な防護・復旧を図る必要がある。 

【水道課】 

⑦ 下水路等の老朽化対策の推進 

下水路等の老朽化が進んでおり、大規模地震等が発生した場合、下水路等が被災し、長期間にわたり

機能が停止するおそれがある。このため、老朽化対策等を着実に進め、施設の安全性を高める必要があ

る。 

【建設課】 

⑧ 生活排水の適正な処理の推進【再掲2-6-②】 

地域の特性に応じた排水施設を整備し、適正な処理の啓発や合併処理浄化槽推進活動に取り組み、汚

水処理人口普及率向上に努める必要がある。 
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また、排水・下水施設の風水害対策・耐震性等についても検討する必要がある。 

【建設課・市民生活課】 

⑨ し尿処理施設の防災対策の強化 

し尿処理施設の被災に伴い、し尿処理に支障を来すことのないよう、施設の耐災害性強化、災害時に

おける施設の代替性確保及び管理主体の連携、管理体制のさらなる強化等を進める必要がある。 

【市民生活課】 

 

６－２ 地域交通ネットワークの長期間にわたる機能停止 

① 交通施設、沿線、沿道建物の耐震化及び液状化現象対策【再掲1-1-④】 

港湾、幹線道路等の交通施設及び沿道建築物の複合的倒壊や液状化現象により、避難、応急対応、物

資輸送等への障害が発生することを防ぐため、交通施設及び沿線・沿道建築物の耐震化及び液状化現象

対策を促進する必要がある。 

また、公共バスの機能停止や死傷者の発生等の被害を抑えるため、経年劣化したバス停留所の周辺な

どの施設について、状況に応じて整備・改修を行う必要がある。 

【建設課・企画課】 

② 国道、県道、市道、農道など幹線道路等の整備促進【再掲1-3-③】 

大規模災害の発生後、避難や物資の輸送のため幹線道路等が重要となる。老朽化した箇所などを改修

するほか、高規格の道路整備を推進する必要がある。 

【建設課・農林水産課】 

③ 陸上からの人員・物資輸送ルートの確保【再掲2-1-③】 

陸上からの人員輸送及び物資供給の長期停止を防ぐため、道路施設などの耐震性等の機能強化を推進

する必要がある。 

既存施設の点検等の結果を踏まえ、防災対策を確実に実施する必要がある。 

【建設課】 

④ 海運による人的支援及び物資輸送ルートの確保【再掲2-1-④】 

海上からの人的支援及び物資供給の長期停止を防ぐため、大規模自然災害発生時に海上輸送の機能が

失われる恐れもあることから、交通と物資輸送の最大拠点である西之表港に耐震強化岸壁の整備等、市

内の港湾の強靭化を推進するため、港湾施設の耐震性等の機能強化を推進し既存施設の点検の結果を踏

まえ、防災対策を確実に実施する必要がある。 

また、大規模災害時には災害廃棄物や他地域からの流木等漂流物による、海運機能の低下が予想され

ることから、事態を想定し関係機関と連携した対策を進める必要がある。 

【建設課】 

⑤ 港湾の事業継続計画（港湾BCP）の推進【再掲5-1-⑪】 

大規模自然災害が発生した際、港湾施設の同時多発被災や、船舶被災等により、海上輸送機能の停止

など港湾の能力が低下することで、サプライチェーンが寸断され、企業生産力低下による企業活動等の

停滞が想定される。このため、西之表港港湾BCPに基づき、これらの事態への対応を強化する必要がある。 

【建設課】 

⑥ 無電柱化等【再掲1-1-⑤】 
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電柱の倒壊により道路交通が阻害され、避難や救助活動、物資輸送等の障害になることを防ぐため、

倒壊した電柱の早期撤去・復旧に向けた民間事業者との情報共有及び連携体制の強化を図るとともに、

市街地等における道路の無電柱化を検討する必要がある。 

【建設課】 

 

 

目標７ 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

７－１ 市街地での大規模火災の発生 

① 防火対策の推進【再掲1-2-①】 

住宅密集地や不特定多数が集まる施設の火災による、物的・人的被害を抑えるため、出火防止対策及

び建物関係者や住民の防火意識の向上を図る必要がある。 

【総務課・消防署】 

② 消火・救助活動能力の強化【再掲1-2-②】 

市街地で大規模火災が発生した場合、同時に多発する消火、救助、救急事案に対し、同時多発に対応

できる消防力（設備・消防水利等）の強化を図る必要がある。 

医療機関と消防との連携したマニュアルを整備し訓練を行う等、円滑な救急患者受入体制を整備する

必要がある。 

【消防署】 

③ 感震ブレーカーの普及啓発【再掲1-2-③】 

感震ブレーカーの設置により、通電火災による大規模火災の発生を防ぐ必要がある。 

【消防署】 

④ 防火意識の向上【再掲1-2-④】 

大規模火災が発生した場合、不特定多数の者が利用する建築物の火災により、多数の人的被害が想定

される。このため、不特定多数の者が利用する建築物については、出火防止対策及び建物関係者の防火

意識の向上を図る必要がある。 

【総務課・消防署】 

⑤ 空き家の火災予防周知等【再掲1-2-⑤】 

 空き家の放火や延焼等を未然に防ぐため、空き家の所有者又は管理者に対し、火災予防上必要な措置

を講じるよう周知等を行う必要がある。 

【総務課・消防署】 

⑥ 都市公園事業の推進【再掲1-1-⑥】 

市街地での大規模災害の発生時における避難・救援活動の場となる都市公園や緑地の確保及び整備を

図る必要がある。 

【建設課】 

⑦ 災害対応力の向上【再掲1-1-⑧】 

消防団員の高齢化や地域の過疎化などが進んでおり、将来的に消防団の存続が危ぶまれる。地域防災

力の要となる団員の確保に向け、入団しやすく、活動しやすい環境を整備することで、消防団の充実及

び強化を図る必要がある。 
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 また、消防団の災害時対応能力の強化のため、訓練・教育等による人材育成や資機材の充実を図る必

要がある。                                    【総務課】 

⑧ 自主防災組織の充実及び活動の促進【再掲1-1-⑨】 

地域防災力を向上させるため、各自主防災組織の地区防災計画の策定や見直し、訓練等の実施、人材

育成や資機材の充実等を図り活動を促進する必要がある。 

【総務課】 

⑨ 要配慮者の防災対策の推進【再掲1-1-⑩】 

地域との連携による要配慮者への支援体制の構築と対象者情報の適正管理や活用を図る必要がある。 

【福祉事務所・高齢者支援課・建設課・健康保険課】 

 

⑩ 来島者の防災対策の推進【再掲1-1-⑪】 

災害発生時における観光客等来島者の対策推進のため、緊急避難用に視認性の高い展望所の設置等、

防災対策を図る必要がある。 

【経済観光課・建設課】 

⑪ 総合防災訓練【再掲1-1-⑫】 

関係機関による総合防災訓練を実施するとともに、被災状況等の情報共有や大規模・特殊災害対応体

制、装備資機材等の機能向上を図る必要がある。 

【総務課】 

 

７－２ 海上・臨海部の広域複合災害 

① 総合防災訓練【再掲1-1-⑫】 

関係機関による総合防災訓練を実施するとともに、被災状況等の情報共有や大規模・特殊災害対応体

制、装備資機材等の機能向上を図る必要がある。 

【総務課】 

② 危険物施設の安全対策等の強化【再掲5-2-①】 

危険物施設における、大量の危険性物質の流出を防ぐため、ハード面での対策に加え、緊急時におけ

る応急措置等の優先順位を防災規程等に定めるなど、地震、津波、風水害対策の強化を図る必要がある。 

【総務課・消防署】 

③ 重要な産業施設や危険物施設等の災害に備えた消防力の強化【再掲5-2-②】 

重要な産業施設や危険物施設内で発生する大規模かつ特殊な災害を防ぐため消防力を強化し、特定事

業所の自衛消防組織及び関係機関との一層の連携、防災体制の強化を図るとともに、防災上必要な資機

材の整備等を進める必要がある。 

【消防署】 

④ 港湾の事業継続計画（港湾BCP）の推進【再掲5-1-⑪】 

大規模自然災害が発生した際、港湾施設の同時多発被災や、船舶被災等により、海上輸送機能の停止

など港湾の能力が低下することで、サプライチェーンが寸断され、企業生産力低下による企業活動等の

停滞が想定される。このため、西之表港港湾BCPに基づき、これらの事態への対応を強化する必要がある。 

【建設課】 
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７－３ 沿線・沿道の建物倒壊による直接的な被害及び交通麻痺 

① 交通施設、沿線、沿道建物の耐震化及び液状化現象対策【再掲1-1-④】 

港湾、幹線道路等の交通施設及び沿道建築物の複合的倒壊や液状化現象により、避難、応急対応、物

資輸送等への障害が発生することを防ぐため、交通施設及び沿線・沿道建築物の耐震化及び液状化現象

対策を促進する必要がある。 

また、公共バスの機能停止や死傷者の発生等の被害を抑えるため、経年劣化したバス停留所の周辺な

どの施設について、状況に応じて整備・改修を行う必要がある。 

【建設課・企画課】 

 

７－４ ダム等の損壊・機能不全による二次災害の発生 

① ダムの補強対策等の促進 

ダムや農業用ため池における、堤体の決壊等に伴う下流域への洪水被害を抑えるため、点検診断を実

施し、補強の必要な施設については対策を実施するとともに、災害が起きた場合に備えて、避難路等を

示したハザードマップの作成を行うなど、ハード整備とソフト対策を一体的に推進する必要がある。 

【農林水産課】 

② 防災情報の提供と住民周知【再掲1-1-⑦】 

地震・津波、風水害等による災害発生時に、住民等の生命・身体への危害が発生することを抑えるた

め、防災行政無線や市ホームページ等により、住民等への適切で多重多様な防災情報を提供するととも

に、市ハザードマップなどを活用し、避難等の災害対策について住民周知を図るなど、ソフト事業を推

進する必要がある。 

【総務課】 

③ 災害対応力の向上【再掲1-1-⑧】 

消防団員の高齢化や地域の過疎化などが進んでおり、将来的に消防団の存続が危ぶまれる。地域防災

力の要となる団員の確保に向け、入団しやすく、活動しやすい環境を整備することで、消防団の充実及

び強化を図る必要がある。 

 また、消防団の災害時対応能力の強化のため、訓練・教育等による人材育成や資機材の充実を図る必

要がある。 

【総務課】 

④ 自主防災組織の充実及び活動の促進【再掲1-1-⑨】 

地域防災力を向上させるため、各自主防災組織の地区防災計画の策定や見直し、訓練等の実施、人材

育成や資機材の充実等を図り活動を促進する必要がある。 

【総務課】 

 

７－５ 有害物質の大規模拡散・流出 

① 総合防災訓練【再掲1-1-⑫】 

関係機関による総合防災訓練を実施するとともに、被災状況等の情報共有や大規模・特殊災害対応体

制、装備資機材等の機能向上を図る必要がある。 
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【総務課】 

② 危険物施設の安全対策等の強化【再掲5-2-①】 

危険物施設における、大量の危険性物質の流出を防ぐため、ハード面での対策に加え、緊急時におけ

る応急措置等の優先順位を防災規程等に定めるなど、地震、津波、風水害対策の強化を図る必要がある。 

【総務課・消防署】 

③ 重要な産業施設や危険物施設等の災害に備えた消防力の強化【再掲5-2-②】 

重要な産業施設や危険物施設内で発生する大規模かつ特殊な災害を防ぐため消防力を強化し、特定事

業所の自衛消防組織及び関係機関との一層の連携、防災体制の強化を図るとともに、防災上必要な資機

材の整備等を進める必要がある。 

【消防署】 

④ 有害物質の流出対策等の推進 

有害物質の大規模拡散・流出等による人体・環境への悪影響を防止するため、関係機関と連携して対

応する必要がある。 

【消防署】 

 

７－６ 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

① 農地浸食防止対策の推進 

豪雨による農地の侵食や人家等への土砂流入等の被害を抑えるため、農地侵食防止対策や土砂崩壊防

止対策等を推進する必要がある。 

【農林水産課】 

② 適切な森林整備 

大規模な森林被害を防ぐため、間伐や伐採跡地の再造林等の適切な森林整備を推進する必要がある。 

【農林水産課】 

③ 治山事業の促進【再掲1-5-③】 

林地の崩壊など山地災害の発生を防ぐため、県等と連携し、山腹工や渓間工、流木による被害を防止・

軽減するための流木捕捉式治山ダムなど治山施設の整備の検討や根系等の発達を促すための間伐など森

林の整備を促進する必要がある。 

【農林水産課】 

④ 鳥獣被害防止対策の推進 

鳥獣による農林業被害による、耕作放棄地の発生など、農地や森林の多面的機能の低下を防ぐため、

鳥獣の侵入防止や、捕獲による個体数の調整など、ソフト・ハード両面にわたる総合的な対策を推進す

る必要がある。 

【農林水産課】 

⑤ 畑地かんがい施設の維持管理【再掲5-4-⑤】 

大規模地震が発生した場合、施設の破損等により農地に水が送れない状況が発生し、作物の生育に多

大な影響を及ぼすことが想定される。このため、点検診断を実施し、補強の必要な箇所は対策を実施す

るとともに、代替水源や、臨時給水体制の確立を推進する必要がある。 

【農林水産課】 
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目標８ 社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する 

８－１ 災害廃棄物処理の停滞により、復旧・復興が大幅に遅れる事態 

① 災害廃棄物処理計画の推進 

災害廃棄物の処理を適正かつ円滑・迅速に行うための平時の備え及び発災直後からの必要事項をまと

めた災害廃棄物処理計画を継続的に見直し、処理の実効性向上に努める必要がある。 

【市民生活課】 

② ストックヤードの確保 

建物の浸水や倒壊等による大量の災害廃棄物の発生に対応するため、災害廃棄物を仮置きするための

ストックヤードを確保する必要がある。 

【市民生活課】 

③ 災害廃棄物処理等に係る協力体制の実効性向上 

建物の浸水や倒壊等による大量の災害廃棄物の発生に対応するため、災害廃棄物処理等の協力につい

て、県と県産業資源循環協会との協定のもと、さらなる協力体制の実効性向上に取り組む必要がある。 

【市民生活課】 

 

８－２ 道路啓開等を担う人材等の不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

① 道路啓開等の復旧・復興を担う人材等の確保・育成 

道路啓開等の担い手不足を解消するため、担い手確保・育成を図り、就労環境の改善等を図る必要が

ある。 

【経済観光課・建設課】 

② 行政機関と関係団体との災害協定の締結 

行政機関と関係団体との災害協定の締結を進め、災害時の道路啓開等を迅速に行う体制を構築する必

要がある。 

【総務課】 

 

８－３ 広域地盤沈下等による浸水被害の発生により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

① 地籍調査の推進 

円滑な復旧・復興を確保するため、地籍調査等のさらなる推進を図る必要がある。 

【財産監理課】 

② 液状化危険度の高い地域への住民周知等 

大規模地震が発生した場合、液状化現象が発生するおそれがある区域における警戒避難体制の整備等

を図るため、液状化危険度の高い地域に住む住民へ、液状化危険度分布図・液状化ハザードマップ等の

周知を図る必要がある。 

【総務課】 

③ 交通施設、沿線、沿道建物の耐震化及び液状化現象対策【再掲1-1-④】 

港湾、幹線道路等の交通施設及び沿道建築物の複合的倒壊や液状化現象により、避難、応急対応、物

資輸送等への障害が発生することを防ぐため、交通施設及び沿線・沿道建築物の耐震化及び液状化現象

対策を促進する必要がある。 
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また、公共バスの機能停止や死傷者の発生等の被害を抑えるため、経年劣化したバス停留所の周辺な

どの施設について、状況に応じて整備・改修を行う必要がある。 

【建設課・企画課】 

 

８－４ 貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等による有形・無形の文化の衰退・

喪失 

① コミュニティ力強化の支援 

災害時の市民の対応力を向上するため、自治会や小学校区単位の活動支援のほか、支え合いマップ作

成、自主防災組織によるハザードマップ作成・訓練・防災教育等を通じた地域づくりを実施し、コミュ

ニティ力を強化するための支援の充実を図る必要がある。 

【地域支援課・総務課・福祉事務所】 

② 災害対応力の向上【再掲1-1-⑧】 

消防団員の高齢化や地域の過疎化などが進んでおり、将来的に消防団の存続が危ぶまれる。地域防災

力の要となる団員の確保に向け、入団しやすく、活動しやすい環境を整備することで、消防団の充実及

び強化を図る必要がある。 

 また、消防団の災害時対応能力の強化のため、訓練・教育等による人材育成や資機材の充実を図る必

要がある。 

【総務課】 

③ 自主防災組織の充実及び活動の促進【再掲1-1-⑨】 

地域防災力を向上させるため、各自主防災組織の地区防災計画の策定や見直し、訓練等の実施、人材

育成や資機材の充実等を図り活動を促進する必要がある。 

【総務課】 

④ 文化財対策 

  日常的に文化財の適切な維持管理に努め、必要に応じて耐震化や防災設備の整備等を進める必要が

ある。 

また、地域コミュニティにおける文化財保護意識の低下とならないよう啓発活動や調査、記録保存を

継続していく必要がある。 

【社会教育課・企画課】 

⑤ 防災教育の推進 

 通学路の危険箇所の注意喚起による事故等の防止や、平時からの避難行動等に関する意識啓発など防

災教育の取組を推進する必要がある。 

【総務課・学校教育課】 

 

８－５  事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興が大幅に遅れる事態 

① 用地の確保 

早期復旧のため、あらかじめ応急仮設住宅の建設用地の確保を図る必要がある。 

また、早期に事業を復旧させるため、あらかじめ事業用地の確保を図る必要がある。 

【総務課・経済観光課・建設課・財産監理課】 
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８－６  風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒産等による地域経済等への甚大な 

影響 

① 災害発生時の情報発信 

災害発生時に国内外に正しい情報を発信するため、状況に応じて発信すべき情報、情報発信経路に関

する事前シミュレーションを行う必要がある。 

【総務課・経済観光課】 

② 企業への金融等支援 

 災害発生にともなう信用不安、生産力の回復遅れ、雇用維持等に対応するため、セーフティネットを

活用するなど企業への金融支援を行い、補助事業等の運営支援を行う必要がある。 

【経済観光課】 
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４ 評価のポイント 

 

 評価結果を踏まえた脆弱性評価結果のポイントは以下のとおりである。 

 

（１）重点化を図りつつ、ハード対策とソフト対策の適切な組み合わせが必要 

 防災・減災など地域強靭化に関する施策については、各課等の計画に沿って取組を進めている。しか

し、これまでの想定を超える災害が発生していること、実施主体の能力や財源に限りがあることを踏ま

えると、地域強靭化に関する施策をその基本目標（人命を守る、被害を最小限にする、重要施設が致命

傷を負わない、早期に復旧復興を行う）に照らして、できるだけ早期に高水準なものとするためには、

施策の重点化を図るとともに、横断的な施策の連携を図り、ハード対策とソフト対策を適切に組み合わ

せる必要がある。 

 

（２）代替性・冗長性の確保と業務継続計画の実効性担保が必要 

 大規模な自然災害に対応するためには、個々の施設の耐震性などをいかに高めても万全とは言えない。

特に行政、産業、交通、物流等の分野においては、システム等が一旦途絶えると、その影響は甚大であ

り、バックアップ体制の整備等により、代替性・冗長性を確保する必要がある。 

 

（３）国・県・民間等との連携が必要 

 個々の施策の実施主体は、市だけでなく、国、県、民間事業者、市民など多岐にわたる。市以外の実

施主体が効率的、効果的に施策を実施するためには、強靭化を担う人材の育成など組織体制の強化及び

適切な支援が必要不可欠であるとともに、各実施主体との徹底した情報提供・共有や各主体間の連携が

必要不可欠である。 

 

（４）より良い復興を意識した備えが必要 

 災害時の迅速な復旧復興は重要であるが、単に元に戻すことのみを目指すのではなく、復旧復興の機

会に、地域の土地利用や産業構造、社会資本の将来のあり方を見据え、また、地域独自の文化や生活様

式等の伝承の視点も加えて、より強靭なまちづくり・地域づくりを実践できるよう、地域の将来を担う

世代も参画したビジョン形成等の準備を平時から進めておく必要がある。 
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第５章 本計画の推進方針 

 

１ 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）ごとの推進計画 

 

目標１ 直接死を最大限防ぐ 

１－１ 住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や不特定多数が集まる施設の倒壊による死傷者の発

生 

① 住宅・建築物の耐震化の推進 

大規模地震が発生した場合、市域における住宅・建築物の倒壊により人的被害が想定される。このため、

市街地等における住宅・建築物の耐震化及びブロック塀の安全対策を促進するとともに、公営住宅等整備事

業などの推進により、災害に強いまちづくりを進める。 

【建設課】 

② 公共施設等の耐震化 

大規模地震発生後に公共施設等が使用不能となると、避難や救助活動、被災者支援等に大きな支障がでる

ことが予想される。このため拠点となる公共施設等の耐震化を推進する。 

【財産監理課】 

③ 多数の者が利用する建築物の耐震化 

不特定多数の者が利用する建築物や地域住民等が多数利用する建築物の倒壊による人的被害の発生を抑

えるため、不特定多数の者が利用する建築物や地域住民が多数利用する建築物等について耐震化を促進す

る。 

【建設課・財産監理課】 

④ 交通施設、沿線、沿道建物の耐震化及び液状化現象対策 

港湾、幹線道路等の交通施設及び沿道建築物の複合的倒壊や液状化現象により、避難、応急対応、物資輸

送等への障害が発生することを防ぐため、交通施設及び沿線・沿道建築物の耐震化及び液状化現象対策を促

進する。 

また、公共バスの機能停止や死傷者の発生等の被害を抑えるため、経年劣化したバス停留所の周辺などの

施設について、状況に応じて整備・改修を行う。 

【建設課・企画課】 

⑤ 無電柱化等 

電柱の倒壊により道路交通が阻害され、避難や救助活動、物資輸送等の障害になることを防ぐため、倒壊

した電柱の早期撤去・復旧に向けた民間事業者との情報共有及び連携体制の強化を図るとともに、市街地等

における道路の無電柱化を検討する。 

【建設課】 

⑥ 都市公園事業の推進 

市街地での大規模災害の発生時における避難・救援活動の場となる都市公園や緑地の確保及び整備を図

る。 

【建設課】 
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⑦ 防災情報の提供と住民周知 

地震・津波、風水害等による災害発生時に、住民等の生命・身体への危害が発生することを抑えるため、

防災行政無線や市ホームページ等により、住民等への適切で多重多様な防災情報を提供するとともに、市ハ

ザードマップなどを活用し、避難等の災害対策について住民周知を図るなど、ソフト事業を推進する。 

【総務課】 

⑧ 災害対応力の向上 

消防団員の高齢化や地域の過疎化などが進んでおり、将来的に消防団の存続が危ぶまれる。地域防災力の

要となる団員の確保に向け、入団しやすく、活動しやすい環境を整備することで、消防団の充実及び強化を

図る。 

 また、消防団の災害時対応能力の強化のため、訓練・教育等による人材育成や資機材の充実を図る。 

【総務課】 

⑨ 自主防災組織の充実及び活動の促進 

地域防災力を向上させるため、各自主防災組織の地区防災計画の策定や見直し、訓練等の実施、人材育成

や資機材の充実等を図り活動を促進する。 

【総務課】 

⑩ 要配慮者の防災対策の推進 

地域との連携による要配慮者への支援体制の構築と対象者情報の適正管理や活用を図る。 

【福祉事務所・高齢者支援課・建設課・健康保険課】 

 

⑪ 来島者の防災対策の推進 

災害発生時における観光客等来島者の対策推進のため、緊急避難用に視認性の高い展望所の設置等、防災

対策を図る。 

【経済観光課・建設課】 

⑫ 総合防災訓練 

関係機関による総合防災訓練を実施するとともに、被災状況等の情報共有や大規模・特殊災害対応体制、

装備資機材等の機能向上を図る。 

【総務課】 

⑬ 空き家対策の推進 

空き家等の所有者や管理者に対し、適正管理や老朽化防止の必要性を周知すると共に、空き家等の発生抑

制や利活用を促進する。 

【建設課・地域支援課】 

 

１－２ 密集市街地や不特定多数が集まる施設における大規模火災による死傷者の発生 

① 防火対策の推進 

住宅密集地や不特定多数が集まる施設の火災による、物的・人的被害を抑えるため、出火防止対策及び建

物関係者や住民の防火意識の向上を図る。 

【総務課・消防署】 
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② 消火・救助活動能力の強化 

市街地で大規模火災が発生した場合、同時に多発する消火、救助、救急事案に対し、同時多発に対応でき

る消防力（設備・消防水利等）の強化を図る。 

医療機関と消防との連携したマニュアルを整備し訓練を行う等、円滑な救急患者受入体制を整備する。 

【消防署】 

③ 感震ブレーカーの普及啓発 

感震ブレーカーの設置により、通電火災による大規模火災の発生を防ぐ。 

【消防署】 

④ 防火意識の向上 

大規模火災が発生した場合、不特定多数の者が利用する建築物の火災により、多数の人的被害が想定され

る。このため、不特定多数の者が利用する建築物については、出火防止対策及び建物関係者の防火意識の向

上を図る。 

【総務課・消防署】 

⑤ 空き家の火災予防周知等 

 空き家の放火や延焼等を未然に防ぐため、空き家の所有者又は管理者に対し、火災予防上必要な措置を講

じるよう周知等を行う。 

【総務課・消防署】 

⑥ 都市公園事業の推進【再掲1-1-⑥】 

市街地での大規模災害の発生時における避難・救援活動の場となる都市公園や緑地の確保及び整備を図

る。 

【建設課】 

⑦ 災害対応力の向上【再掲1-1-⑧】 

消防団員の高齢化や地域の過疎化などが進んでおり、将来的に消防団の存続が危ぶまれる。地域防災力の

要となる団員の確保に向け、入団しやすく、活動しやすい環境を整備することで、消防団の充実及び強化を

図る。 

 また、消防団の災害時対応能力の強化のため、訓練・教育等による人材育成や資機材の充実を図る。 

【総務課】 

⑧ 自主防災組織の充実及び活動の促進【再掲1-1-⑨】 

地域防災力を向上させるため、各自主防災組織の地区防災計画の策定や見直し、訓練等の実施、人材育成

や資機材の充実等を図り活動を促進する。 

【総務課】 

⑨ 要配慮者の防災対策の推進【再掲1-1-⑩】 

地域との連携による要配慮者への支援体制の構築と対象者情報の適正管理や活用を図る。 

【福祉事務所・高齢者支援課・建設課・健康保険課】 

⑩ 来島者の防災対策の推進【再掲1-1-⑪】 

災害発生時における観光客等来島者の対策推進のため、緊急避難用に視認性の高い展望所の設置等、防災

対策を図る。 

【経済観光課・建設課】 



43 

 

⑪ 総合防災訓練【再掲1-1-⑫】 

関係機関による総合防災訓練を実施するとともに、被災状況等の情報共有や大規模・特殊災害対応体制、

装備資機材等の機能向上を図る。 

【総務課】 

 

１－３ 広域にわたる大規模津波等による死傷者の発生 

① 避難場所等の確保、避難所の耐震化等 

大規模津波等の発生時に、避難行動に遅れが生じることによる死傷者の発生を抑えるため、津波防災地域

づくり、避難場所や避難路の確保、避難所等の耐震化、火災予防・危険物事故防止対策等の取組を推進する。 

関係機関が連携して広域的かつ大規模な災害発生時の対応策を進める。 

【総務課】 

② 海岸堤防や港湾・漁港等の老朽化等対策の推進 

海岸堤防や港湾・漁港等の機能の低下や倒壊等による、浸水被害等の発生を抑えるため、施設の老朽化対

策等を推進する。 

【建設課】 

③ 国道、県道、市道、農道など幹線道路等の整備促進 

大規模災害の発生後、避難や物資の輸送のため幹線道路等が重要となる。老朽化した箇所などを改修する

ほか、高規格の道路整備を推進する。 

【建設課・農林水産課】 

④ 無電柱化等【再掲1-1-⑤】 

電柱の倒壊により道路交通が阻害され、避難や救助活動、物資輸送等の障害になることを防ぐため、倒壊

した電柱の早期撤去・復旧に向けた民間事業者との情報共有及び連携体制の強化を図るとともに、市街地等

における道路の無電柱化を検討する。 

【建設課】 

⑤ 防災情報の提供と住民周知【再掲1-1-⑦】 

地震・津波、風水害等による災害発生時に、住民等の生命・身体への危害が発生することを抑えるため、

防災行政無線や市ホームページ等により、住民等への適切で多重多様な防災情報を提供するとともに、市ハ

ザードマップなどを活用し、避難等の災害対策について住民周知を図るなど、ソフト事業を推進する。 

【総務課】 

⑥ 災害対応力の向上【再掲1-1-⑧】 

消防団員の高齢化や地域の過疎化などが進んでおり、将来的に消防団の存続が危ぶまれる。地域防災力の

要となる団員の確保に向け、入団しやすく、活動しやすい環境を整備することで、消防団の充実及び強化を

図る。 

 また、消防団の災害時対応能力の強化のため、訓練・教育等による人材育成や資機材の充実を図る。 

【総務課】 

⑦ 自主防災組織の充実及び活動の促進【再掲1-1-⑨】 

地域防災力を向上させるため、各自主防災組織の地区防災計画の策定や見直し、訓練等の実施、人材育成

や資機材の充実等を図り活動を促進する。                         
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【総務課】 

⑧ 要配慮者の防災対策の推進【再掲1-1-⑩】 

地域との連携による要配慮者への支援体制の構築と対象者情報の適正管理や活用を図る。 

【福祉事務所・高齢者支援課・建設課・健康保険課】 

 

⑨ 来島者の防災対策の推進【再掲1-1-⑪】 

災害発生時における観光客等来島者の対策推進のため、緊急避難用に視認性の高い展望所の設置等、防災

対策を図る。 

【経済観光課・建設課】 

⑩ 総合防災訓練【再掲1-1-⑫】 

関係機関による総合防災訓練を実施するとともに、被災状況等の情報共有や大規模・特殊災害対応体制、

装備資機材等の機能向上を図る。 

【総務課】 

 

１－４ 突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による死傷者の発生 

① 防災情報の提供と住民周知【再掲1-1-⑦】 

地震・津波、風水害等による災害発生時に、住民等の生命・身体への危害が発生することを抑えるため、

防災行政無線や市ホームページ等により、住民等への適切で多重多様な防災情報を提供するとともに、市ハ

ザードマップなどを活用し、避難等の災害対策について住民周知を図るなど、ソフト事業を推進する。 

【総務課】 

② 災害対応力の向上【再掲1-1-⑧】 

消防団員の高齢化や地域の過疎化などが進んでおり、将来的に消防団の存続が危ぶまれる。地域防災力の

要となる団員の確保に向け、入団しやすく、活動しやすい環境を整備することで、消防団の充実及び強化を

図る。 

 また、消防団の災害時対応能力の強化のため、訓練・教育等による人材育成や資機材の充実を図る。 

【総務課】 

③ 自主防災組織の充実及び活動の促進【再掲1-1-⑨】 

地域防災力を向上させるため、各自主防災組織の地区防災計画の策定や見直し、訓練等の実施、人材育成

や資機材の充実等を図り活動を促進する。 

【総務課】 

④ 要配慮者の防災対策の推進【再掲1-1-⑩】 

地域との連携による要配慮者への支援体制の構築と対象者情報の適正管理や活用を図る。 

【福祉事務所・高齢者支援課・建設課・健康保険課】 

⑤ 来島者の防災対策の推進【再掲1-1-⑪】 

災害発生時における観光客等来島者の対策推進のため、緊急避難用に視認性の高い展望所の設置等、防災

対策を図る。 

【経済観光課・建設課】 
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⑥ 総合防災訓練【再掲1-1-⑫】 

関係機関による総合防災訓練を実施するとともに、被災状況等の情報共有や大規模・特殊災害対応体制、

装備資機材等の機能向上を図る。 

【総務課】 

 

１－５ 風水害による死傷者の発生 

① 河川改修等の治水対策の推進 

過去に大きな浸水被害が発生した河川において、現在、県により河道掘削、築堤等の整備が推進されてい

るが、近年、気候変動による集中豪雨の発生が増加傾向にあり、大規模洪水による甚大な浸水被害が懸念さ

れるため、地元の要望や必要性、緊急性などを総合的に判断しながら、河川改修や排水施設（雨水）の整備

推進を図る。 

【建設課】 

② 土砂災害対策の推進 

土砂災害の発生リスクを抑えるため、市内の土砂災害危険箇所における整備率は低い状況であることを踏

まえ、県等と連携して人命を守るための砂防施設等の整備を推進し、土砂災害に対する安全度の向上を図る。 

【建設課】 

③ 治山事業の促進 

 林地の崩壊など山地災害の発生を防ぐため、県等と連携し、山腹工や渓間工、流木による被害を防止・軽

減するための流木捕捉式治山ダムなど治山施設の整備の検討や根系等の発達を促すための間伐など森林の

整備を促進する。 

【農林水産課】 

④ 避難体制の整備等、土砂災害警戒区域等の周知 

土砂災害に対する安全度の向上を図るため、当該区域における警戒避難体制の整備を推進するとともに、

土砂災害警戒区域の周知を図る。 

【総務課】 

⑤ 公共施設等の風水害対策 

本市は台風の常襲地帯であることから、大型台風等の被害を軽減するため公共施設等の風水害対策を行

う。 

【財産監理課】 

⑥ 無電柱化等【再掲1-1-⑤】 

電柱の倒壊により道路交通が阻害され、避難や救助活動、物資輸送等の障害になることを防ぐため、倒壊

した電柱の早期撤去・復旧に向けた民間事業者との情報共有及び連携体制の強化を図るとともに、市街地等

における道路の無電柱化を検討する。 

【建設課】 

⑦ 防災情報の提供と住民周知【再掲1-1-⑦】 

地震・津波、風水害等による災害発生時に、住民等の生命・身体への危害が発生することを抑えるため、

防災行政無線や市ホームページ等により、住民等への適切で多重多様な防災情報を提供するとともに、市ハ

ザードマップなどを活用し、避難等の災害対策について住民周知を図るなど、ソフト事業を推進する。 
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【総務課】 

⑧ 災害対応力の向上【再掲1-1-⑧】 

消防団員の高齢化や地域の過疎化などが進んでおり、将来的に消防団の存続が危ぶまれる。地域防災力の

要となる団員の確保に向け、入団しやすく、活動しやすい環境を整備することで、消防団の充実及び強化を

図る。 

 また、消防団の災害時対応能力の強化のため、訓練・教育等による人材育成や資機材の充実を図る。 

【総務課】 

⑨ 自主防災組織の充実及び活動の促進【再掲1-1-⑨】 

地域防災力を向上させるため、各自主防災組織の地区防災計画の策定や見直し、訓練等の実施、人材育成

や資機材の充実等を図り活動を促進する。 

【総務課】 

⑩ 要配慮者の防災対策の推進【再掲1-1-⑩】 

地域との連携による要配慮者への支援体制の構築と対象者情報の適正管理や活用を図る。 

【福祉事務所・高齢者支援課・建設課・健康保険課】 

⑪ 来島者の防災対策の推進【再掲1-1-⑪】 

災害発生時における観光客等来島者の対策推進のため、緊急避難用に視認性の高い展望所の設置等、防災

対策を図る。 

【経済観光課・建設課】 

⑫ 総合防災訓練【再掲1-1-⑫】 

関係機関による総合防災訓練を実施するとともに、被災状況等の情報共有や大規模・特殊災害対応体制、

装備資機材等の機能向上を図る。 

【総務課】 

 

 

目標２ 救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに被災者等の健康・避難生活 

環境を確実に確保する 

２－１ 食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止 

① 水道施設の耐震化等の推進 

安定的な水道供給を図るため、水道施設の更新、老朽施設や老朽管路の計画的な改修と維持管理を実施す

る。 

【水道課】 

② 応急給水体制の整備 

災害時の応急給水を考慮し、予備水源等の緊急時に確保できる水量・水質について調査し、把握しておく。 

被災時に、水の供給に支障を来すことのないよう、重要度及び優先度を考慮した応急給水体制を整備し、

早急に給水手段を確保し給水するとともに、被災した施設の迅速な防護・復旧を図る。 

【水道課】 

③ 陸上からの人員・物資輸送ルートの確保 

陸上からの人員輸送及び物資供給の長期停止を防ぐため、道路施設などの耐震性等の機能強化を推進す



47 

 

る。 

既存施設の点検等の結果を踏まえ、防災対策を確実に実施する。 

【建設課】 

④ 海運による人的支援及び物資輸送ルートの確保 

海上からの人的支援及び物資供給の長期停止を防ぐため、大規模自然災害発生時に海上輸送の機能が失わ

れる恐れもあることから、交通と物資輸送の最大拠点である西之表港に耐震強化岸壁の整備等、市内の港湾

の強靭化を推進するため、港湾施設の耐震性等の機能強化を推進し既存施設の点検の結果を踏まえ、防災対

策を確実に実施する。 

また、大規模災害時には災害廃棄物や他地域からの流木等漂流物による、海運機能の低下が予想されるこ

とから、事態を想定し関係機関と連携した対策を進める。 

【建設課】 

⑤ 空輸による人的支援及び物資輸送ルートの確保 

人的支援及び物資供給の長期停止を防ぐため、市へリポート等の耐震性等の機能強化を推進する。 

既存施設の点検等の結果を踏まえ、防災対策を確実に実施する。 

【総務課】 

⑥ 国道、県道、市道、農道など幹線道路等の整備促進【再掲1-3-③】 

大規模災害の発生後、避難や物資の輸送のため幹線道路等が重要となる。老朽化した個所などを改修する

ほか、高規格の道路整備を推進する。 

【建設課・農林水産課】 

⑦ 計画的な備蓄の推進 

大規模災害時に備えるため、多様な事態を想定し、市にて計画的に避難所資機材・物資、食料・飲料水等

の備蓄に取り組む。地域住民に対しては家庭において最低３日、推奨１週間分の備蓄を働きかける。 

【総務課】 

⑧ 備蓄物資の供給体制等の強化 

市備蓄物資や流通備蓄物資の搬出・搬入について、適正かつ迅速な物資の確保を行うため、関係機関との

連携や調整などを強化する。                              

【総務課】 

⑨ 緊急物資の輸送体制の構築 

食料、飲料水、生活物資などの確保を円滑に行うため、緊急物資の集積拠点の整備促進を図るとともに、

平時から緊急物資の集積拠点の管理・運営や輸送に係る事業者等との協力体制の構築を図る。 

【総務課】 

⑩ 医療用資機材・医薬品等の供給体制の整備 

災害拠点病院における医療用資機材・医薬品等の不足を防ぐため、県医薬品卸業協会など各団体と県が締

結している協定を必要に応じ見直しを促すなど、円滑な供給体制の構築を推進する。 

【健康保険課】 

⑪ 医療用資機材・医薬品等の備蓄 

大規模災害発生初動期における、医療救護用の医療用資機材・医薬品等の確保を図るため、県からの委託

による医療用資機材・医薬品等の備蓄に加え、災害拠点病院が独自で備蓄しておくことも必要である。 
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【健康保険課】 

⑫ 災害ボランティアや緊急物資等の受援体制 

大規模災害時には、災害ボランティアの受け入れや、全国各地から多くの救援物資が搬送されてくること

が想定されるため、受援体制の構築を進める。 

【総務課・福祉事務所】 

 

２－２ 多数かつ長期にわたる孤立集落等の発生 

① 孤立集落対策の推進 

道路の寸断による孤立集落の発生を防ぐため、防災対策を要する箇所についてのハード対策を着実に行

い、災害に強い道路づくりを推進する。 

【建設課】 

② 西之表港の耐震強化岸壁の整備 

大規模自然災害が発生し、基幹的な道路交通ネットワークが一時的に遮断された場合を想定すると、西之

表港を活用した救助活動や物資輸送などのために耐震強化岸壁を整備する。 

【建設課】 

③ 孤立集落の情報連絡体制の整備 

 災害時に孤立集落が発生した場合に情報連絡体制を維持するため、孤立が想定される集落に衛星携帯電話

等の通信機器を整備する。 

【総務課】 

④ 緊急物資の備蓄 

 孤立が予想される地区などを想定し、食料品、飲料水、生活雑貨、医薬品等の物資及び資機材の備蓄を促

進する。 

【総務課・地域支援課】 

⑤ 自主防災組織の充実及び活動の促進【再掲1-1-⑨】 

地域防災力を向上させるため、各自主防災組織の地区防災計画の策定や見直し、訓練等の実施、人材育成

や資機材の充実等を図り活動を促進する。 

【総務課】 

 

２－３ 消防等の被災による救助・救急活動等の絶対的不足 

① 消防の体制等強化 

火災、救助、救急事案が同時に多発した時に、消防力が劣勢になることを防ぐため、活動人員の確保や、

緊急消防援助隊など応援隊の受入体制を整備し、消火・救助・救急活動等が迅速に行われる体制を構築する。 

なお、離島により応援隊の迅速な受け入れが困難なため、常時より消防力の充実・強化に努める。 

【消防署】 

② 消防機能の維持 

 災害時に消防力の低下を防ぐため、震災等災害発生時にも活動継続できるよう、消防拠点施設の耐震性能

等の他、津波・風水害対策も考慮し立地を検討する。 

【消防署】 
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③ 災害対応力の向上【再掲1-1-⑧】 

消防団員の高齢化や地域の過疎化などが進んでおり、将来的に消防団の存続が危ぶまれる。地域防災力の

要となる団員の確保に向け、入団しやすく、活動しやすい環境を整備することで、消防団の充実及び強化を

図る。 

 また、消防団の災害時対応能力の強化のため、訓練・教育等による人材育成や資機材の充実を図る。 

【総務課】 

④ 情報通信機能の耐災害性の強化 

災害時に、関係機関との通信能力や指揮命令系統等を維持するため、情報通信機能の耐災害性の強化・高

度化を着実に推進する。 

【総務課】 

⑤ 災害派遣医療チーム（DMAT）の整備 

中核医療機関である種子島医療センターにおいて、災害派遣医療チーム（DMAT）の整備促進のため、専門

的な研修の受講及び訓練への参加を推進する。 

【健康保険課】 

 

２－４ 帰宅困難者への水・食料等の供給不足  

① 帰宅困難者への生活物資、水・食料等の供給 

帰宅困難者の受け入れに必要な、生活物資、飲料水・食料等の備蓄を促進する。 

【総務課】 

 

２－５ 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶による医療機

能の麻痺 

① 医療従事者の確保 

災害拠点病院等における医療従事者の確保を図るため、県医師会や熊毛地区医師会、他の医療機関などと

連携し、災害拠点病院連絡会議等を通した関係機関等との連携強化の推進に努め、医療従事者の確保に努め

る。        

【健康保険課】 

② 医療救護活動の体制整備 

 大規模災害発生時には、救護所等で活動する医療従事者の確保が必要となる。このため、関係団体等と連

携し、医療救護活動等の体制整備に努める。 

【健康保険課】 

③ 災害派遣医療チーム（DMAT）の受入体制整備 

市内医療機関等において、災害発生直後の急性期（概ね48時間以内）に救命救急活動が開始できるよう、

市外から派遣される災害派遣医療チーム（DMAT）の受入体制を整備する。 

【健康保険課】 

④ 広域災害・救急医療情報システム（EMIS）の活用 

中核医療機関である種子島医療センターにおいて、被災地域で迅速かつ適切な医療・救護を行うため、必

要な各種情報を集約・提供可能な広域災害・救急医療情報システム（EMIS）のさらなる活用を進める。 
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【健康保険課】 

⑤ 災害対応マニュアルなどの見直し 

災害時の医療体制を確保するため、災害対応マニュアル及び業務継続計画（BCP）について、継続的に内

容の見直しを行う。 

【総務課】 

⑥ 緊急ヘリコプター（防災ヘリ・自衛隊ヘリ等）及びドクターヘリの運航体制の強化 

救急医療体制を充実・強化するため、災害時での緊急対応ができるよう、県が運航する緊急ヘリコプター

及びドクターヘリについて、安定した運用のため、県及び関係機関との連携を強化する。 

【総務課】 

⑦ 電力供給遮断時の電力確保 

電力供給遮断等の非常時に備えるために、非常用電源、非常用発電機とその燃料等を確保する。 

【財産監理課・総務課】 

⑧ 再生可能エネルギー等の導入促進 

発電所の被災等により、長期間にわたる電気の供給停止時にも電気を確保するため、太陽光発電システム

や蓄電池等の導入を促進する。 

【企画課・経済観光課】 

⑨ 国道、県道、市道、農道など幹線道路等の整備促進【再掲1-3-③】 

大規模災害の発生後、避難や物資の輸送のため幹線道路等が重要となる。老朽化した箇所などを改修する

ほか、高規格の道路整備を推進する。 

【建設課・農林水産課】 

⑩ 陸上からの人員・物資輸送ルートの確保【再掲2-1-③】 

陸上からの人員輸送及び物資供給の長期停止を防ぐため、道路施設などの耐震性等の機能強化を推進す

る。 

既存施設の点検等の結果を踏まえ、防災対策を確実に実施する。 

【建設課】 

⑪ 海運による人的支援及び物資輸送ルートの確保【再掲2-1-④】 

海上からの人的支援及び物資供給の長期停止を防ぐため、大規模自然災害発生時に海上輸送の機能が失わ

れる恐れもあることから、交通と物資輸送の最大拠点である西之表港に耐震強化岸壁の整備等、市内の港湾

の強靭化を推進するため、港湾施設の耐震性等の機能強化を推進し既存施設の点検の結果を踏まえ、防災対

策を確実に実施する。 

また、大規模災害時には災害廃棄物や他地域からの流木等漂流物による、海運機能の低下が予想されるこ

とから、事態を想定し関係機関と連携した対策を進める。 

【建設課】 

⑫ 空輸による人的支援及び物資輸送ルートの確保【再掲2-1-⑤】 

人的支援及び物資供給の長期停止を防ぐため、市へリポート等の耐震性等の機能強化を推進する。 

既存施設の点検等の結果を踏まえ、防災対策を確実に実施する。 

【総務課】 
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２－６ 疫病・感染症等の大規模発生、劣悪な避難生活環境等による被災者の健康状態の悪化 

① 感染症の発生・まん延防止 

浸水被害等による感染症の発生予防やまん延防止のため、関連部署や消毒・害虫駆除業者等の関係団体と

の連携や連絡体制の確保を図る。 

【健康保険課・市民生活課】 

② 生活排水の適正な処理の推進 

地域の特性に応じた排水施設を整備し、適正な処理の啓発や合併処理浄化槽推進活動に取り組み、汚水処

理人口普及率向上に努める。 

また、排水・下水施設の風水害対策・耐震性等についても検討する。 

【建設課・市民生活課】 

③ 避難所生活での感染症の流行等や静脈血栓塞栓症等の疾患への対策の推進 

避難所生活での感染症の流行やトイレ等の住環境の悪化により、静脈血栓塞栓症（いわゆるエコノミーク

ラス症候群）、ストレス性の疾患が多発しないよう、関係機関と連携して予防活動を継続的に行う。 

【福祉事務所】 

④ 避難所運営体制の整備、避難所運営訓練等の実施 

ガイドラインや近年の災害教訓等に基づき避難所運営マニュアルを見直す。また、避難所運営訓練等を通

じて、避難所の運営管理のために必要な知識等の普及に努める。 

【福祉事務所】 

⑤ 福祉避難所の増加 

社会福祉施設等や宿泊施設等の協力を得つつ、福祉避難所の増加を図る。 

【総務課・福祉事務所・高齢者支援課】 

⑥ 避難所の環境整備促進 

避難所における避難者の良好な健康状態を保つと共に、感染症等を予防するため、必要な改修等を行い、

設備・備品などの整備を図る。 

【福祉事務所・総務課・教育委員会総務課】 

⑦ 災害時保健活動及び災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）受援体制の整備 

発災直後から保健活動を速やかに実施できる体制を整備するとともに、県と連携し、災害時健康危機管理

支援チーム（DHEAT）の受援体制を構築する。 

【健康保険課】 

⑧ 計画的な備蓄の推進【再掲2-1-⑦】 

大規模災害時に備えるため、多様な事態を想定し、市にて計画的に避難所資機材・物資、食料・飲料水等

の備蓄に取り組む必要がある。地域住民に対しては家庭において最低３日、推奨１週間分の備蓄を働きかけ

る。 

【総務課】 

⑨ 電力供給遮断時の電力確保【再掲2-5-⑦】 

電力供給遮断等の非常時に備えるために、非常用電源、非常用発電機とその燃料等を確保する。 

【財産監理課・総務課】 
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⑩ 再生可能エネルギー等の導入促進【再掲2-5-⑧】 

発電所の被災等により、長期間にわたる電気の供給停止時にも電気を確保するため、太陽光発電システム

や蓄電池等の導入を促進する。 

【企画課・経済観光課】 

 

 

目標３ 必要不可欠な行政機能は確保する 

３－１ 市職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

① 公共施設等の耐震化【再掲 1-1-②】 

大規模地震発生後に公共施設等が使用不能となると、避難や救助活動、被災者支援等に大きな支障がでる

ことが予想される。このため拠点となる公共施設等の耐震化を推進する。 

【財産監理課】 

② 公共施設等の風水害対策【再掲1-5-⑤】 

本市は台風の常襲地帯であることから、大型台風等の被害を軽減するため公共施設等の風水害対策を行

う。 

【財産監理課】 

③ 電力供給遮断時の電力確保【再掲2-5-⑦】 

電力供給遮断等の非常時に備えるために、非常用電源、非常用発電機とその燃料等を確保する。 

【財産監理課・総務課】 

④ 再生可能エネルギー等の導入促進【再掲2-5-⑧】 

発電所の被災等により、長期間にわたる電気の供給停止時にも電気を確保するため、太陽光発電システム

や蓄電池等の導入を促進する。 

【企画課】 

⑤ 業務継続計画（BCP）の見直し等 

市における業務継続計画（BCP）の見直し及び実効性向上を促進すること等により、業務継続体制を強化

する取組みを進める。 

また、業務継続に必要な備蓄品等の確保又は調達等に関する取り組みを進める。 

【総務課】 

⑥ 市の災害対応力向上 

職員用初動マニュアルの見直し及び実効性向上を促進する。 

【総務課】 

⑦ 市インターネット回線及び基幹系の機器等の冗長化等による業務継続性の強化 

市役所インターネット回線及び基幹系ネットワークにおいて、障害や災害等による業務停止の防止を念頭

に、機器・通信回線等の冗長化や予備機の確保、遠隔地バックアップ、システムのクラウド化等をさらに推

進する。 

【企画課】 

⑧ 職員用食糧及び水等の備蓄の推進 

大規模災害時における一定期間の食料・飲料水等の供給停止に備えるため、計画的に職員用の食料・飲料
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水等の備蓄に取り組む。 

【総務課】 

⑨ 災害ボランティアや緊急物資等の受援体制【再掲2-1-⑫】 

大規模災害時には、災害ボランティアの受け入れや、全国各地から多くの救援物資が搬送されてくること

が想定されるため、受援体制の構築を進める。 

【総務課・福祉事務所】 

⑩ 災害時相互応援協定の締結による連携強化 

 同時被災リスクの少ない遠方自治体や事業所等との「災害時相互応援協定」の締結により、災害時におけ

る連携強化の取り組みを推進する。 

【総務課】 

 

 

目標４ 必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する 

４－１ 電力供給停止等による情報通信の途絶・長期停止 

① 情報通信機能の耐災害性の強化等 

情報通信の途絶・長期停止時にも、防災情報等を市民へ情報伝達するため、情報通信機能の複線化など、

情報システムや通信手段の耐災害性の強化、高度化を推進する。 

【総務課】 

② 電力供給遮断時の電力確保【再掲2-5-⑦】 

電力供給遮断等の非常時に備えるために、非常用電源、非常用発電機とその燃料等を確保する。 

【財産監理課・総務課】 

③ 再生可能エネルギー等の導入促進【再掲2-5-⑧】 

発電所の被災等により、長期間にわたる電気の供給停止時にも電気を確保するため、太陽光発電システム

や蓄電池等の導入を促進する。 

【企画課・経済観光課】 

④ 災害時相互応援協定の締結による連携強化【再掲3-1-⑩】 

 同時被災リスクの少ない遠方自治体や事業所等との「災害時相互応援協定」の締結により、災害時におけ

る連携強化の取り組みを推進する。 

【総務課】 

 

４－２ 情報の収集・伝達ができず、避難行動や救助・支援が遅れる事態 

① 情報伝達手段の多様化・確実化 

全国瞬時警報システム（Jアラート）や防災行政無線など、情報伝達手段の堅牢化・高度化等により、多

様化・確実化をさらに進める。 

【総務課】 

② 道路情報提供装置等の整備 

情報伝達の不備による避難行動の遅れ等で発生する人的被害を防ぐため、道路情報提供装置等の新設・更

新、機能の堅牢化・高度化を図る。 
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【建設課】 

③ 市の人員確保・体制整備 

情報収集・提供手段の整備の進展に伴い、それらにより得られた情報の効果的な利活用をより一層充実さ

せるため、必要な人員確保・体制整備を行う。 

【総務課】 

④ 災害発生時の情報発信 

災害発生時において、国内外に正しい情報を発信するため、状況に応じた発信すべき情報、情報発信経路

のシミュレーションをするなど訓練を行う。 

【総務課】 

⑤ 市民等への災害情報提供 

住民への災害情報提供にあたり、市と自治会や自主防災組織などが連携して、災害情報の共有を図る。 

市内に滞在している観光客等に対して正確な情報提供を迅速に行う。 

【総務課・経済観光課】 

 

 

目標５ 経済活動を機能不全に陥らせない 

５－１ 経済活動が再開できないことによる企業の生産力低下 

① 住宅・建築物の耐震化の推進【再掲 1-1-①】 

大規模地震が発生した場合、市域における住宅・建築物の倒壊により人的被害が想定される。このため、

市街地等における住宅・建築物の耐震化及びブロック塀の安全対策を促進するとともに、公営住宅等整備事

業などの推進により、災害に強いまちづくりを進める。 

【建設課】 

② 公共施設等の耐震化【再掲 1-1-②】 

大規模地震発生後に公共施設等が使用不能となると、避難や救助活動、被災者支援等に大きな支障がでる

ことが予想される。このため拠点となる公共施設等の耐震化を推進する。 

【財産監理課】 

③ 多数の者が利用する建築物の耐震化【再掲1-1-③】 

不特定多数の者が利用する建築物や地域住民等が多数利用する建築物の倒壊による人的被害の発生を抑

えるため、不特定多数の者が利用する建築物や地域住民が多数利用する建築物等について耐震化を促進す

る。 

【建設課・財産監理課】 

④ 交通施設、沿線、沿道建物の耐震化及び液状化現象対策【再掲1-1-④】 

港湾、幹線道路等の交通施設及び沿道建築物の複合的倒壊や液状化現象により、避難、応急対応、物資輸

送等への障害が発生することを防ぐため、交通施設及び沿線・沿道建築物の耐震化及び液状化現象対策を促

進する。 

また、公共バスの機能停止や死傷者の発生等の被害を抑えるため、経年劣化したバス停留所の周辺などの

施設について、状況に応じて整備・改修を行う。 

【建設課・企画課】 
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⑤ 国道、県道、市道、農道など幹線道路等の整備促進【再掲1-3-③】 

大規模災害の発生後、避難や物資の輸送のため幹線道路等が重要となる。老朽化した箇所などを改修する

ほか、高規格の道路整備を推進する。 

【建設課・農林水産課】 

⑥ 陸上からの人員・物資輸送ルートの確保【再掲2-1-③】 

陸上からの人員輸送及び物資供給の長期停止を防ぐため、道路施設などの耐震性等の機能強化を推進す

る。 

既存施設の点検等の結果を踏まえ、防災対策を確実に実施する。 

【建設課】 

⑦ 海運による人的支援及び物資輸送ルートの確保【再掲2-1-④】 

海上からの人的支援及び物資供給の長期停止を防ぐため、大規模自然災害発生時に海上輸送の機能が失わ

れる恐れもあることから、交通と物資輸送の最大拠点である西之表港に耐震強化岸壁の整備等、市内の港湾

の強靭化を推進するため、港湾施設の耐震性等の機能強化を推進し既存施設の点検の結果を踏まえ、防災対

策を確実に実施する。 

また、大規模災害時には災害廃棄物や他地域からの流木等漂流物による、海運機能の低下が予想されるこ

とから、事態を想定し関係機関と連携した対策を進める。 

【建設課】 

⑧ 電力供給遮断時の電力確保【再掲2-5-⑦】 

電力供給遮断等の非常時に備えるために、非常用電源、非常用発電機とその燃料等を確保する。 

【経済観光課・総務課】 

⑨ 再生可能エネルギー等の導入促進【再掲2-5-⑧】 

発電所の被災等により、長期間にわたる電気の供給停止時にも電気を確保するため、太陽光発電システム

や蓄電池等の導入を促進する。 

【経済観光課・総務課】 

⑩ 企業における事業継続計画（BCP）策定等の支援情報の周知等 

中小企業者における事業継続計画（BCP）の策定や、事業継続マネジメント（BCM）の構築に向けた取組へ

の支援情報の周知・広報を行う。 

【経済観光課・総務課】 

⑪ 港湾の事業継続計画（港湾BCP）の推進 

大規模自然災害が発生した際、港湾施設の同時多発被災や、船舶被災等により、海上輸送機能の停止など

港湾の能力が低下することで、サプライチェーンが寸断され、企業生産力低下による企業活動等の停滞が想

定される。このため、西之表港港湾BCPに基づき、これらの事態への対応を強化する。 

【建設課】 

 

５－２ 重要な産業施設等の損壊、火災、爆発等 

① 危険物施設の安全対策等の強化 

危険物施設における、大量の危険性物質の流出を防ぐため、ハード面での対策に加え、緊急時における応

急措置等の優先順位を防災規程等に定めるなど、地震、津波、風水害対策の強化を図る。 
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【総務課・消防署】 

② 重要な産業施設や危険物施設等の災害に備えた消防力の強化 

重要な産業施設や危険物施設内で発生する大規模かつ特殊な災害を防ぐため消防力を強化し、特定事業所

の自衛消防組織及び関係機関との一層の連携、防災体制の強化を図るとともに、防災上必要な資機材の整備

等を進める。 

【消防署】 

 

５－３ 物流機能等の大幅な低下 

① 災害時の物資等輸送ルートの代替性・冗長性の確保 

輸送ルートを確実に確保するため、地震、津波、水害、土砂災害などへの対策等を進めるとともに、輸送

手段間の連携等による複数輸送ルートの確保を図る。 

迂回路として活用できる農道等について、道路管理者間で幅員、通行可能荷重等の情報共有を進める。 

【建設課・農林水産課】 

② 交通施設、沿線、沿道建物の耐震化及び液状化現象対策【再掲1-1-④】 

港湾、幹線道路等の交通施設及び沿道建築物の複合的倒壊や液状化現象により、避難、応急対応、物資輸

送等への障害が発生することを防ぐため、交通施設及び沿線・沿道建築物の耐震化及び液状化現象対策を促

進する。 

また、公共バスの機能停止や死傷者の発生等の被害を抑えるため、経年劣化したバス停留所の周辺などの

施設について、状況に応じて整備・改修を行う。 

【建設課・企画課】 

③ 国道、県道、市道、農道など幹線道路等の整備促進【再掲1-3-③】 

大規模災害の発生後、避難や物資の輸送のため幹線道路等が重要となる。老朽化した 箇所などを改修す

るほか、高規格の道路整備を推進する。 

【建設課・農林水産課】 

④ 陸上からの人員・物資輸送ルートの確保【再掲2-1-③】 

陸上からの人員輸送及び物資供給の長期停止を防ぐため、道路施設などの耐震性等の機能強化を推進す

る。 

既存施設の点検等の結果を踏まえ、防災対策を確実に実施する。 

【建設課】 

⑤ 海運による人的支援及び物資輸送ルートの確保【再掲2-1-④】 

海上からの人的支援及び物資供給の長期停止を防ぐため、大規模自然災害発生時に海上輸送の機能が失わ

れる恐れもあることから、交通と物資輸送の最大拠点である西之表港に耐震強化岸壁の整備等、市内の港湾

の強靭化を推進するため、港湾施設の耐震性等の機能強化を推進し既存施設の点検の結果を踏まえ、防災対

策を確実に実施する。 

また、大規模災害時には災害廃棄物や他地域からの流木等漂流物による、海運機能の低下が予想されるこ

とから、事態を想定し関係機関と連携した対策を進める。 

【建設課】 
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⑥ 港湾の事業継続計画（港湾BCP）の推進【再掲5-1-⑪】 

大規模自然災害が発生した際、港湾施設の同時多発被災や、船舶被災等により、海上輸送機能の停止など

港湾の能力が低下することで、サプライチェーンが寸断され、企業生産力低下による企業活動等の停滞が想

定される。このため、西之表港港湾BCPに基づき、これらの事態への対応を強化する。 

【建設課】 

⑦ 無電柱化等【再掲1-1-⑤】 

電柱の倒壊により道路交通が阻害され、避難や救助活動、物資輸送等の障害になることを防ぐため、倒壊

した電柱の早期撤去・復旧に向けた民間事業者との情報共有及び連携体制の強化を図るとともに、市街地等

における道路の無電柱化を検討する。 

【建設課】 

 

５－４ 食料等の安定供給の停滞 

① 計画的な備蓄の推進【再掲2-1-⑦】 

大規模災害時に備えるため、多様な事態を想定し、市にて計画的に避難所資機材・物資、食料・飲料水等

の備蓄に取り組む。地域住民に対しては家庭において最低３日、推奨１週間分の備蓄を働きかける。 

【総務課】 

② 備蓄物資の供給体制等の強化【再掲2-1-⑧】 

市備蓄物資や流通備蓄物資の搬出・搬入について、適正かつ迅速な物資の確保を行うため、関係機関との

連携や調整などを強化する。 

【総務課】 

③ 緊急物資の輸送体制の構築【再掲2-1-⑨】 

食料、飲料水、生活物資などの確保を円滑に行うため、緊急物資の集積拠点の整備促進を図るとともに、

平時から緊急物資の集積拠点の管理・運営や輸送に係る事業者等との協力体制の構築を図る。 

【総務課】 

④ 漁港の機能保全 

本市管理漁港における、既設の外郭施設・水域施設等漁港施設及び海岸保全施設の老朽化対策を着実に進

める。 

【建設課】 

⑤ 畑地かんがい施設の維持管理 

大規模地震が発生した場合、施設の破損等により農地に水が送れない状況が発生し、作物の生育に多大な

影響を及ぼすことが想定される。このため、点検診断を実施し、補強の必要な箇所は対策を実施するととも

に、代替水源や、臨時給水体制の確立を推進する。 

【農林水産課】 

⑥ 事業所等との連携の強化 

 大規模災害時の安定した食料等の物資供給体制を維持するため、事業者等との協力体制の構築を図り連携

を強化する。 

【総務課】 
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目標６ 必要最低限の電気、ガス、上下水道等を確保するとともに、これらを早期に 

復旧させる 

６－１ ライフライン（電気、ガス、上下水道等）の長期間にわたる機能停止 

① 電力供給遮断時の電力確保【再掲2-5-⑦】 

電力供給遮断等の非常時に備えるために、非常用電源、非常用発電機とその燃料等を確保する。 

【財産監理課・総務課】 

② 再生可能エネルギー等の導入促進【再掲2-5-⑧】 

発電所の被災等により、長期間にわたる電気の供給停止時にも電気を確保するため、太陽光発電システム

や蓄電池等の導入を促進する。 

【企画課・経済観光課】 

③ 危険物施設の安全対策等の強化【再掲5-2-①】 

危険物施設における、大量の危険性物質の流出を防ぐため、ハード面での対策に加え、緊急時における応

急措置等の優先順位を防災規程等に定めるなど、地震、津波、風水害対策の強化を図る。 

【総務課・消防署】 

④ 危険物施設等の災害に備えた消防力の強化【再掲5-2-②】 

危険物施設内で発生する大規模かつ特殊な災害を防ぐため消防力を強化し、特定事業所の自衛消防組織及

び関係機関との一層の連携、防災体制の強化を図るとともに、防災上必要な資機材の整備等を進める。 

【消防署】 

⑤ 水道施設の耐震化等の推進【再掲2-1-①】 

安定的な水道供給を図るため、 水道施設の更新、老朽施設や老朽管路の計画的な改修と維持管理を実施

する。 

【水道課】 

⑥ 応急給水体制の整備【再掲2-1-②】 

災害時の応急給水を考慮し、予備水源等の緊急時に確保できる水量・水質について調査・把握しておく。 

被災時に、水の供給に支障を来すことのないよう、重要度及び優先度を考慮した応急給水体制を整備する

など、被災した施設の迅速な防護・復旧を図る。 

【水道課】 

⑦ 下水路等の老朽化対策の推進 

下水路等の老朽化が進んでおり、大規模地震等が発生した場合、下水路等が被災し、長期間にわたり機能

が停止するおそれがある。このため、老朽化対策等を着実に進め、施設の安全性を高める。 

【建設課】 

⑧ 生活排水の適正な処理の推進【再掲2-6-②】 

地域の特性に応じた排水施設を整備し、適正な処理の啓発や合併処理浄化槽推進活動に取り組み、汚水処

理人口普及率向上に努める。 

また、排水・下水施設の風水害対策・耐震性等についても検討する。 

【建設課・市民生活課】 

⑨ し尿処理施設の防災対策の強化 

し尿処理施設の被災に伴い、し尿処理に支障を来すことのないよう、施設の耐災害性強化、災害時におけ
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る施設の代替性確保及び管理主体の連携、管理体制のさらなる強化等を進める。      

【市民生活課】 

 

６－２ 地域交通ネットワークの長期間にわたる機能停止 

① 交通施設、沿線、沿道建物の耐震化及び液状化現象対策【再掲1-1-④】 

港湾、幹線道路等の交通施設及び沿道建築物の複合的倒壊や液状化現象により、避難、応急対応、物資輸

送等への障害が発生することを防ぐため、交通施設及び沿線・沿道建築物の耐震化及び液状化現象対策を促

進する。 

また、公共バスの機能停止や死傷者の発生等の被害を抑えるため、経年劣化したバス停留所の周辺などの

施設について、状況に応じて整備・改修を行う。 

【建設課・企画課】 

② 国道、県道、市道、農道など幹線道路等の整備促進【再掲1-3-③】 

大規模災害の発生後、避難や物資の輸送のため幹線道路等が重要となる。老朽化した箇所などを改修する

ほか、高規格の道路整備を推進する。 

【建設課・農林水産課】 

③ 陸上からの人員・物資輸送ルートの確保【再掲2-1-③】 

陸上からの人員輸送及び物資供給の長期停止を防ぐため、道路施設などの耐震性等の機能強化を推進す

る。 

既存施設の点検等の結果を踏まえ、防災対策を確実に実施する。 

【建設課】 

④ 海運による人的支援及び物資輸送ルートの確保【再掲2-1-④】 

海上からの人的支援及び物資供給の長期停止を防ぐため、大規模自然災害発生時に海上輸送の機能が失わ

れる恐れもあることから、交通と物資輸送の最大拠点である西之表港に耐震強化岸壁の整備等、市内の港湾

の強靭化を推進するため、港湾施設の耐震性等の機能強化を推進し既存施設の点検の結果を踏まえ、防災対

策を確実に実施する。 

また、大規模災害時には災害廃棄物や他地域からの流木等漂流物による、海運機能の低下が予想されるこ

とから、事態を想定し関係機関と連携した対策を進める。 

【建設課】 

⑤ 港湾の事業継続計画（港湾BCP）の推進【再掲5-1-⑪】 

大規模自然災害が発生した際、港湾施設の同時多発被災や、船舶被災等により、海上輸送機能の停止など

港湾の能力が低下することで、サプライチェーンが寸断され、企業生産力低下による企業活動等の停滞が想

定される。このため、西之表港港湾BCPに基づき、これらの事態への対応を強化する。 

【建設課】 

⑥ 無電柱化等【再掲1-1-⑤】 

電柱の倒壊により道路交通が阻害され、避難や救助活動、物資輸送等の障害になることを防ぐため、倒壊

した電柱の早期撤去・復旧に向けた民間事業者との情報共有及び連携体制の強化を図るとともに、市街地等

における道路の無電柱化を検討する。 

【建設課】 
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目標７ 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

７－１ 市街地での大規模火災の発生 

① 防火対策の推進【再掲1-2-①】 

住宅密集地や不特定多数が集まる施設の火災による、物的・人的被害を抑えるため、出火防止対策及び建

物関係者や住民の防火意識の向上を図る。 

【総務課・消防署】 

② 消火・救助活動能力の強化【再掲1-2-②】 

市街地で大規模火災が発生した場合、同時に多発する消火、救助、救急事案に対し、同時多発に対応でき

る消防力（設備・消防水利等）の強化を図る。 

医療機関と消防との連携したマニュアルを整備し訓練を行う等、円滑な救急患者受入体制を整備する。 

【消防署】 

③ 感震ブレーカーの普及啓発【再掲1-2-③】 

感震ブレーカーの設置により、通電火災による大規模火災の発生を防ぐ。 

【消防署】 

④ 防火意識の向上【再掲1-2-④】 

大規模火災が発生した場合、不特定多数の者が利用する建築物の火災により、多数の人的被害が想定され

る。このため、不特定多数の者が利用する建築物については、出火防止対策及び建物関係者の防火意識の向

上を図る。 

【総務課・消防署】 

⑤ 空き家の火災予防周知等【再掲1-2-⑤】 

 空き家の放火や延焼等を未然に防ぐため、空き家の所有者又は管理者に対し、火災予防上必要な措置を講

じるよう周知等を行う。 

【総務課・消防署】 

⑥ 都市公園事業の推進【再掲1-1-⑥】 

市街地での大規模災害の発生時における避難・救援活動の場となる都市公園や緑地の確保及び整備を図

る。 

【建設課】 

⑦ 災害対応力の向上【再掲1-1-⑧】 

消防団員の高齢化や地域の過疎化などが進んでおり、将来的に消防団の存続が危ぶまれる。地域防災力の

要となる団員の確保に向け、入団しやすく、活動しやすい環境を整備することで、消防団の充実及び強化を

図る。 

 また、消防団の災害時対応能力の強化のため、訓練・教育等による人材育成や資機材の充実を図る。 

【総務課】 

⑧ 自主防災組織の充実及び活動の促進【再掲1-1-⑨】 

地域防災力を向上させるため、各自主防災組織の地区防災計画の策定や見直し、訓練等の実施、人材育成

や資機材の充実等を図り活動を促進する。 

【総務課】 
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⑨ 要配慮者の防災対策の推進【再掲1-1-⑩】 

地域との連携による要配慮者への支援体制の構築と対象者情報の適正管理や活用を図る。 

【福祉事務所・高齢者支援課・建設課・健康保険課】 

⑩ 来島者の防災対策の推進【再掲1-1-⑪】 

災害発生時における観光客等来島者の対策推進のため、緊急避難用に視認性の高い展望所の設置等、防災

対策を図る。 

【経済観光課・建設課】 

⑪ 総合防災訓練【再掲1-1-⑫】 

関係機関による総合防災訓練を実施するとともに、被災状況等の情報共有や大規模・特殊災害対応体制、

装備資機材等の機能向上を図る。 

【総務課】 

 

７－２ 海上・臨海部の広域複合災害 

① 総合防災訓練【再掲1-1-⑫】 

関係機関による総合防災訓練を実施するとともに、被災状況等の情報共有や大規模・特殊災害対応体制、

装備資機材等の機能向上を図る。 

【総務課】 

② 危険物施設の安全対策等の強化【再掲5-2-①】 

危険物施設における、大量の危険性物質の流出を防ぐため、ハード面での対策に加え、緊急時における応

急措置等の優先順位を防災規程等に定めるなど、地震、津波、風水害対策の強化を図る。 

【総務課・消防署】 

③ 重要な産業施設や危険物施設等の災害に備えた消防力の強化【再掲5-2-②】 

重要な産業施設や危険物施設内で発生する大規模かつ特殊な災害を防ぐため消防力を強化し、特定事業所

の自衛消防組織及び関係機関との一層の連携、防災体制の強化を図るとともに、防災上必要な資機材の整備

等を進める。 

【消防署】 

④ 港湾の事業継続計画（港湾BCP）の推進【再掲5-1-⑪】 

大規模自然災害が発生した際、港湾施設の同時多発被災や、船舶被災等により、海上輸送機能の停止など

港湾の能力が低下することで、サプライチェーンが寸断され、企業生産力低下による企業活動等の停滞が想

定される。このため、西之表港港湾BCPに基づき、これらの事態への対応を強化する。 

【建設課】 

 

７－３ 沿線・沿道の建物倒壊による直接的な被害及び交通麻痺 

① 交通施設、沿線、沿道建物の耐震化及び液状化現象対策【再掲1-1-④】 

港湾、幹線道路等の交通施設及び沿道建築物の複合的倒壊や液状化現象により、避難、応急対応、物資輸

送等への障害が発生することを防ぐため、交通施設及び沿線・沿道建築物の耐震化及び液状化現象対策を促

進する。 

また、公共バスの機能停止や死傷者の発生等の被害を抑えるため、経年劣化したバス停留所の周辺などの
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施設について、状況に応じて整備・改修を行う。                 

【建設課・企画課】 

 

７－４ ダム等の損壊・機能不全による二次災害の発生 

① ダムの補強対策等の促進 

ダムや農業用ため池における、堤体の決壊等に伴う下流域への洪水被害を抑えるため、点検診断を実施し、

補強の必要な施設については対策を実施するとともに、災害が起きた場合に備えて、避難路等を示したハザ

ードマップの作成を行うなど、ハード整備とソフト対策を一体的に推進する。 

【農林水産課】 

② 防災情報の提供と住民周知【再掲1-1-⑦】 

地震・津波、風水害等による災害発生時に、住民等の生命・身体への危害が発生することを抑えるため、

防災行政無線や市ホームページ等により、住民等への適切で多重多様な防災情報を提供するとともに、市ハ

ザードマップなどを活用し、避難等の災害対策について住民周知を図るなど、ソフト事業を推進する。 

【総務課】 

③ 災害対応力の向上【再掲1-1-⑧】 

消防団員の高齢化や地域の過疎化などが進んでおり、将来的に消防団の存続が危ぶまれる。地域防災力の

要となる団員の確保に向け、入団しやすく、活動しやすい環境を整備することで、消防団の充実及び強化を

図る。 

 また、消防団の災害時対応能力の強化のため、訓練・教育等による人材育成や資機材の充実を図る。 

【総務課】 

④ 自主防災組織の充実及び活動の促進【再掲1-1-⑨】 

地域防災力を向上させるため、各自主防災組織の地区防災計画の策定や見直し、訓練等の実施、人材育成

や資機材の充実等を図り活動を促進する。 

【総務課】 

 

７－５ 有害物質の大規模拡散・流出 

① 総合防災訓練【再掲1-1-⑫】 

関係機関による総合防災訓練を実施するとともに、被災状況等の情報共有や大規模・特殊災害対応体制、

装備資機材等の機能向上を図る。 

【総務課】 

② 危険物施設の安全対策等の強化【再掲5-2-①】 

危険物施設における、大量の危険性物質の流出を防ぐため、ハード面での対策に加え、緊急時における応

急措置等の優先順位を防災規程等に定めるなど、地震、津波、風水害対策の強化を図る。 

【総務課・消防署】 

③ 重要な産業施設や危険物施設等の災害に備えた消防力の強化【再掲5-2-②】 

重要な産業施設や危険物施設内で発生する大規模かつ特殊な災害を防ぐため消防力を強化し、特定事業所

の自衛消防組織及び関係機関との一層の連携、防災体制の強化を図るとともに、防災上必要な資機材の整備

等を進める。 
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【消防署】 

④ 有害物質の流出対策等の推進 

有害物質の大規模拡散・流出等による人体・環境への悪影響を防止するため、関係機関と連携して対応す

る。                                        【消防署】 

 

７－６ 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

① 農地浸食防止対策の推進 

豪雨による農地の侵食や人家等への土砂流入等の被害を抑えるため、農地侵食防止対策や土砂崩壊防止対

策等を推進する。 

【農林水産課】 

② 適切な森林整備 

大規模な森林被害を防ぐため、間伐や伐採跡地の再造林等の適切な森林整備を推進する。 

【農林水産課】 

③ 治山事業の促進【再掲1-5-③】 

林地の崩壊など山地災害の発生を防ぐため、県等と連携し、山腹工や渓間工、流木による被害を防止・軽

減するための流木捕捉式治山ダムなど治山施設の整備の検討や根系等の発達を促すための間伐など森林の

整備を促進する。 

【農林水産課】 

④ 鳥獣被害防止対策の推進 

鳥獣による農林業被害による、耕作放棄地の発生など、農地や森林の多面的機能の低下を防ぐため、鳥獣

の侵入防止や、捕獲による個体数の調整など、ソフト・ハード両面にわたる総合的な対策を推進する。 

【農林水産課】 

⑤ 畑地かんがい施設の維持管理【再掲5-4-⑤】 

大規模地震が発生した場合、施設の破損等により農地に水が送れない状況が発生し、作物の生育に多大な

影響を及ぼすことが想定される。このため、点検診断を実施し、補強の必要な箇所は対策を実施するととも

に、代替水源や、臨時給水体制の確立を推進する。 

【農林水産課】 

 

 

目標８ 社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する 

８－１ 災害廃棄物処理の停滞により、復旧・復興が大幅に遅れる事態 

① 災害廃棄物処理計画の推進 

災害廃棄物の処理を適正かつ円滑・迅速に行うための平時の備え及び発災直後からの必要事項をまとめた

災害廃棄物処理計画を継続的に見直し、処理の実効性向上に努める。 

【市民生活課】 

② ストックヤードの確保 

建物の浸水や倒壊等による大量の災害廃棄物の発生に対応するため、災害廃棄物を仮置きするためのスト

ックヤードを確保する。 
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【市民生活課】 

③ 災害廃棄物処理等に係る協力体制の実効性向上 

建物の浸水や倒壊等による大量の災害廃棄物の発生に対応するため、災害廃棄物処理等の協力について、

県と県産業資源循環協会との協定のもと、さらなる協力体制の実効性向上に取り組む。 【市民生活課】 

 

８－２ 道路啓開等を担う人材等の不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

① 道路啓開等の復旧・復興を担う人材等の確保・育成 

道路啓開等の担い手不足を解消するため、担い手確保・育成を図り、就労環境の改善等を図る。 

【経済観光課・建設課】 

② 行政機関と関係団体との災害協定の締結 

行政機関と関係団体との災害協定の締結を進め、災害時の道路啓開等を迅速に行う体制を構築する。 

【総務課】 

 

８－３ 広域地盤沈下等による浸水被害の発生により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

① 地籍調査の推進 

円滑な復旧・復興を確保するため、地籍調査等のさらなる推進を図る。 

【財産監理課】 

② 液状化危険度の高い地域への住民周知等 

大規模地震が発生した場合、液状化現象が発生するおそれがある区域における警戒避難体制の整備等を図

るため、液状化危険度の高い地域に住む住民へ、液状化危険度分布図・液状化ハザードマップ等の周知を図

る。 

【総務課】 

③ 交通施設、沿線、沿道建物の耐震化及び液状化現象対策【再掲1-1-④】 

港湾、幹線道路等の交通施設及び沿道建築物の複合的倒壊や液状化現象により、避難、応急対応、物資輸

送等への障害が発生することを防ぐため、交通施設及び沿線・沿道建築物の耐震化及び液状化現象対策を促

進する。 

また、公共バスの機能停止や死傷者の発生等の被害を抑えるため、経年劣化したバス停留所の周辺などの

施設について、状況に応じて整備・改修を行う。 

【建設課・企画課】 

 

８－４ 貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティ-の崩壊等による有形・無形の文化の 

衰退・喪失 

① コミュニティ力強化の支援 

災害時の市民の対応力を向上するため、自治会や小学校区単位の活動支援のほか、支え合いマップ作成、

自主防災組織によるハザードマップ作成・訓練・防災教育等を通じた地域づくりを実施し、コミュニティ力

を強化するための支援の充実を図る。 

【地域支援課・総務課・福祉事務所】 

② 災害対応力の向上【再掲1-1-⑧】 
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消防団員の高齢化や地域の過疎化などが進んでおり、将来的に消防団の存続が危ぶまれる。地域防災力の

要となる団員の確保に向け、入団しやすく、活動しやすい環境を整備することで、消防団の充実及び強化を

図る。 

 また、消防団の災害時対応能力の強化のため、訓練・教育等による人材育成や資機材の充実を図る。 

【総務課】 

③ 自主防災組織の充実及び活動の促進【再掲1-1-⑨】 

地域防災力を向上させるため、各自主防災組織の地区防災計画の策定や見直し、訓練等の実施、人材育成

や資機材の充実等を図り活動を促進する。 

【総務課】 

④ 文化財対策 

  日常的に文化財の適切な維持管理に努め、必要に応じて耐震化や防災設備の整備等を進める。 

また、地域コミュニティにおける文化財保護意識の低下とならないよう啓発活動や調査、記録保存を継続

していく。 

【社会教育課・企画課】 

⑤ 防災教育の推進 

 通学路の危険箇所の注意喚起による事故等の防止や、平時からの避難行動等に関する意識啓発など防災教

育の取組を推進する。 

【総務課・学校教育課】 

 

８－５  事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興が大幅に遅れる事態 

① 用地の確保 

早期復旧のため、あらかじめ応急仮設住宅の建設用地の確保を図る。 

また、早期に事業を復旧させるため、あらかじめ事業用地の確保を図る。 

【総務課・経済観光課・建設課・財産監理課】 

 

８－６  風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒産等による地域経済等への甚大な 

影響 

① 災害発生時の情報発信 

災害発生時に国内外に正しい情報を発信するため、状況に応じて発信すべき情報、情報発信経路に関する

事前シミュレーションを行う。 

【総務課・経済観光課】 

② 企業への金融等支援 

 災害発生にともなう信用不安、生産力の回復遅れ、雇用維持等に対応するため、セーフティネットを活用

するなど企業への金融支援を行い、補助事業等の運営支援を行う。 

【経済観光課】 
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２ リスクシナリオに対応するプログラム 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）に対応する推進計画は、別紙 西之表市長期振興

計画実施計画及び西之表市国土強靭化地域計画取組等一覧（県事業含）により計画的に実施される。  

指標等については市長期振興計画に基づき設定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

第６章 市地域計画の推進 

 

１ 市の他の計画等の必要な見直し 

  

市地域計画は、地域の強靱化の観点から、市における様々な分野の計画等の指針となるものであるこ

とから、市地域計画で示された指針に基づき、市長期振興計画等の関連計画においては、必要に応じて

内容の修正の検討及びそれを踏まえた所要の修正を行う。 

 

 

２ 市地域計画の進捗管理 

  

市地域計画の進捗管理は、PDCA（Plan-Do-Check-Action）サイクルにより行うこととし、毎年度、指

標や各施策の進捗状況を踏まえながら検証を行い、必要に応じて計画の見直しを図っていくこととする。 

 

 

３ 地域計画の不断の見直し 

 

本市の地域強靱化の実現に向けては、中長期的な展望を描きつつ、今後の地域強靱化を取り巻く社会

経済情勢等の変化や、国全体の強靱化政策の推進状況等に応じた施策の推進が必要となる。市地域計画

の推進期間は、市長期振興計画の計画期間と同期間とする。 

なお、計画期間中であっても、施策の進捗や社会経済状況、国土強靭化基本計画等をふまえ必要

に応じて計画を見直すこととする。 

 

 

４ プログラムの推進と重点化 

 

推進方針の策定に当たっては、限られた資源で効率的・効果的に地域強靱化を進めるため、施策の重

点化を行いながら進める必要がある。 

このため、第４章で実施した脆弱性評価の結果を踏まえ、「人命の保護」を最優先として、事態が回避

されなかった場合の影響の大きさ、緊急度などの視点や、国の基本計画との一体性等を総合的に勘案し

市では取り組みや事業が位置付けられているプログラムを重点化すべきプログラムとした。主に対応す

る指標等については次表に示す。なお、取り組みや施策、事業一覧、担当課等については、市長期振興

計画実施計画等の関連計画に示す。 

この重点化したプログラムについては、その重要性に鑑み、進捗状況、関係部局等における施策の具

体化の状況等を踏まえつつ、さらなる重点化を含め取組みの一層の推進に努めるものとする。 
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５ 指標 

 

西之表市国土強靭化地域計画施策レベル指標

№ 目標指標 単位 測定方法
R1年度
実績

R2年度
目標値

R2年度
目標値
（R2変
更）

33年度
目標値

R3年度
目標値
（R2変
更）

3 
計画的な土地利用が行
われていると思う市民
の割合

%
市民アンケー
ト

10.5 14.0 15.0

3 地籍調査事業進捗率 %

地籍調査と19
条5項の合計面
積/事業計画面
積×100

64.4 64.8 65.4

4 
災害対策に取り組んで
いる市民の割合

%
アンケート調
査（行政経営
課実施）

68.9 80.0 85.0

4 
震災防災訓練の参加者
数

人

カウント
（３．１１の
訓練時の集
計）

0 2,000 2,200 

13 
新たなエネルギー事業
に携わる人数＋利用す
る人

人
年度末カウン
ト

3 38 53

西之表市国土強靭化地域計画基本事業レベル指標

№ 名称 № 名称 目標指標 単位 測定方法
R1年度
実績

R2年度
目標値

R2年度
目標値
（R2変
更）

R3年度
目標値

R2年度
目標値
（R2変
更）

1
快適な生活
環境の整備

2
水の安定供
給

有収率 ％ 業務量データ 78.74 82.29 82.30 

1
快適な生活
環境の整備

3
道路整備の
充実

市道改良率 % 改良実積 59.8 59.9 60

1
快適な生活
環境の整備

4
港湾整備の
充実

補修対象施設数 施設
建設課データ
で把握

53 51 50

新たな産業基盤と雇用環境
の整備

施策 基本事業

施策名称

計画的な土地利用の推進

計画的な土地利用の推進

防災・危機管理の充実

防災・危機管理の充実
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4
防災・危機
管理の充実

14
自助・共助
の強化

災害対策に取り組んで
いる市民の割合

％
市民アンケー
ト

68.9 80.0 85.0

4
防災・危機
管理の充実

14
自助・共助
の強化

自主防災組織の防災活
動への参加割合

％
市民アンケー
ト

18.9 28.0 30.0

4
防災・危機
管理の充実

15 公助の強化 非常用食糧等の備蓄数 食 カウント 4,800 6,300 6,300 

4
防災・危機
管理の充実

15 公助の強化 消防水利の充足率 ％ カウント 80.0 81.0 81.0

4
防災・危機
管理の充実

16

連携協働に
よる防災・
減災対策の
推進

震災防災訓練の参加者
数

人数 カウント 0 2,000 2,200 

4
防災・危機
管理の充実

16

連携協働に
よる防災・
減災対策の
推進

災害時応援協定締結数 社 カウント 17 30 30 

7
地域力の向
上

23
地域との協
働の推進

地域が課題解決に向け
て取り組んだ事業

件
課題解決チャ
レンジ交付金
活用実績

13 20 15 20 15

7
地域力の向
上

24
地域の人材
育成

地域コミュニティ再生
支援

件 申請件数 3 6 4 6 4

8 農業の振興 26
農業農村整
備

ほ場整備率 ％
整備済面積
(ha)/要整備面
積(ha)

47.4 48.0 48.1 

8 農業の振興 26
農業農村整
備

農道整備率 ％
整備済距離
(㎞）/要整備
距離(㎞)

50.3 51.2 51.6 

8 農業の振興 26
農業農村整
備

多面的機能支払い交付
金農用地カバー率

％
対象農地面積
(ha)/農振農用
地面積(ha)

40.3 46.2 48.0 

8 農業の振興 26
農業農村整
備

シカ捕獲頭数 頭 捕獲確認 2,501 2,500 3,000 2,500 3,000 
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8 農業の振興 28
多様な担い
手育成

農業粗生産額（過去5
カ年の平均）

千円

農林水産課統
計データ（H28
は過去5年間の
平均値）

6,005,016 6,637,498 6,503,355 

8 農業の振興 28
多様な担い
手育成

担い手への農地集積率 ％

耕作面積に対
する担い手へ
の農地の集積
面積（実績）

31.16 52.3 33 53.75 35

農業の振興 29
農地利用の
最適化

遊休農地の割合 ％
耕作面積に対
する遊休農地
面積（実績）

2.79 0.97 0.97

農業の振興 29
農地利用の
最適化

担い手への農地集積率 ％

耕作面積に対
する担い手へ
の農地の集積
面積（実績）

31.16 52.3 33 53.75 35

9 林業の振興 30
森林環境整
備

間伐面積 ha 事業実績報告 120.0 120.0

9 林業の振興 30
森林環境整
備

治山事業件数 件 事業実績報告 3 3

9 林業の振興 30
森林環境整
備

緑化保全活動件数 件 事業実績報告 5 5

9 林業の振興 32
多様な担い
手育成

年間の林業就業者数 人 森林整備計画 55 55

10
水産業の振
興

33
漁場環境整
備

漁獲量 トン 実績報告 － － －

12
観光・交流
の振興

39
観光施設の
整備

観光施設・環境の整
備・修繕件数

箇所
経済観光課把
握データ

1 2 2

13
新たな産業
基盤と雇用
環境の整備

44
資源の循環
的利用の推
進

エネルギー自給率 %

種子島全体の
内燃力発電出
力に対する再
生可能エネル
ギーの接続割
合

53.0 36.4 36.4
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13
新たな産業
基盤と雇用
環境の整備

44
資源の循環
的利用の推
進

循環型エネルギーの実
証（導入）件数

件 企画課把握 3 6 6

15
学校教育の
充実

53
教育環境の
整備･充実

長寿命化計画による整
備率(%)

%
教委総務課把
握データ

－ － 10.0

17
芸術文化・
文化財保護
の充実

60
文化財保護
の充実・活
用

郷土の文化財に愛着・
誇りをもっている人の
割合

％
市民アンケー
ト

63.6 71.0 72.0

21
地域福祉の
充実

71
生活困窮者
の自立支援

自立世帯数 世帯 カウント 15 10 10

25
計画的で効
率的な行政
運営の推進

81
情報通信技
術の活用促
進

機器の障害発生件数 件 発生件数 0 0 0

25
計画的で効
率的な行政
運営の推進

81
情報通信技
術の活用促
進

セキュリティインシデ
ント発生件数

件 発生件数 0 0 0

25
計画的で効
率的な行政
運営の推進

84
市民との協
働の推進

市民とともにまちづく
りが進められていると
思う人の割合

％
市民アンケー
ト

34.8 19.0 20.0



【くらし分野】
　地域の力で安心・安全な「まち」をつくり、「くらし」を支える
●普通建設事業

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

1
公営住宅等ストック総合改善事業(市営
住宅（桜が丘）改修事業)

桜が丘団地の改修工事を年次的に行う 市 H29 ～ 継続 51,975 65,600 47,900 － 165,475    建設課
1-1
2-6

2 市営住宅解体事務 老朽化で使用不能となっている市営住宅の解体 市 R1 ～ R3 2,000 2,000 － － 4,000        建設課 1-1

3
公営住宅等整備事業(市営住宅（鴨女
町団地）建替基本計画策定事業)

鴨女町団地建替基本計画策定業務を委託し、建
替えの基本方針等の整理を行う。

市 R3 ～ － 17,500 － － 17,500      建設課 1-1

4 道路橋梁維持補修・環境整備事業
道路河川等の不具合箇所の現地調査・測量を行
い工事発注をし整備する

市 S34 ～ 継続 17,000 17,000 17,000 17,000 68,000      建設課

1-1
1-3
1-5
5-3

5
社会資本整備総合交付金事業（橋梁
補修）

橋梁の長寿命化計画を基に、修繕計画をたて年
次的に補修設計及び補修工事を行う

市 H27 ～ 継続 44,002 44,002 44,002 44,002 176,008    建設課

1-1
1-3
1-5
5-3

6
社会資本整備総合交付金事業（安城
平松線）

平園工区の整備計画延長L=1540mのうち改良工
事を行う
平松工区の整備計画延長L=1200mの改良工事
を行う

市 H23 ～ 継続 101,716 81,600 81,600 81,600 346,516    建設課

1-1
1-3
2-2
5-3
6-2
7-3
8-3

7
社会資本整備総合交付金事業（西町
上之原線）

整備計画延長L=860mの改良工事を行う 市 H24 ～ 継続 52,512 40,800 40,800 40,800 174,912    建設課

1-1
1-3
2-2
5-3
6-2
7-3
8-3

8
社会資本整備総合交付金事業(現和下
之町石堂線)

整備計画延長L=900mの改良工事を行う 市 H30 ～ 継続 50,003 40,003 40,003 40,003 170,012    建設課

1-1
1-3
2-2
5-3
6-2
7-3
8-3

9
社会資本整備総合交付金事業(鴨女町
西之表港線)

舗装工事　L=100m 市 H30 ～ R2 8,001 － － － 8,001        建設課

1-1
1-3
2-2
5-3
6-2
7-3
8-3

10
社会資本整備総合交付金事業(城上之
原線)

整備計画延長L=2000mの改良工事を行う 市 R1 ～ 継続 50,003 40,002 40,002 40,002 170,009    建設課

1-1
1-3
2-2
5-3
6-2
7-3
8-3

11
社会資本整備総合交付金事業(防災・
安全)(市管理港湾)

立山港他5港の防波堤等の補修工事を行う 市 H30 ～ 継続 46,000 40,000 40,000 40,000 166,000    建設課

1-1
1-3
2-1
2-2
5-1
5-3
6-2

12 地方特定道路整備(負担金)事業
西之表南種子線及び伊関国上西之表港線の改
良工事に伴う負担金

市 H25 ～ 継続 11,000 11,000 11,000 11,000 44,000      建設課

1-1
1-3
2-1
2-2
5-3
6-2
7-3
8-3

13 県営港湾整備(負担金)事業
西之表港臨港道路の舗装補修及び田之脇港の
防波堤の延伸

市 H30 ～ 継続 4,000 4,000 4,000 4,000 16,000      建設課

1-1
1-2
2-1
2-2
5-3
6-2
7-2
7-3
8-3

14 鴨女町西之表港線道路舗装事業 鴨女町西之表港線の舗装工事　L=400m 市 R3 － 20,000 － － 20,000      建設課

1-1
1-3
2-1
2-2
5-3
6-2
7-3
8-3

15 浅川城線道路改良事業 浅川城線　概略設計・用地調査　L＝8,000m 市 R3 ～ 継続 － 3,000 3,000 3,000 9,000        建設課

1-1
1-3
2-1
2-2
5-3
6-2
7-3
8-3

（別紙）

リスク
シナリオ

快適な生
活環境の
整備

施策名 № 事務事業名

各年度事業費
計画期間
事業費計

担当課事務事業の概要 実施主体 実施期間

西之表市長期振興計画実施計画
西之表市国土強靭化地域計画に基づく取組等一覧
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16 甲女川道路舗装事業 甲女川線　舗装工事　L=300m 市 R5 ～ 継続 － － 　－ 30,000 30,000      建設課

1-1
1-3
2-1
2-2
5-3
6-2
7-3
8-3

17
地域振興推進事業(沖ヶ浜田1号線流
末水路整備事業)

流末水路工(ボックスカルバート)　L=15m 市 R2 ～ R2 7,000 － － － 7,000        建設課 1-5

18 あっぽ～らんど施設整備事業 「ふれあい館」変電設備(キュービクル)更新　１基 市 R4 ～ R4 － － 17,000 － 17,000      建設課

19
地域振興推進事業(あっぽ～らんど活
用促進整備事業)

多目的グランドの整備 市 H28 ～ 継続 － 20,000 20,000 20,000 60,000      建設課 1-1

20 公園整備事業 老朽化した都市公園の施設整備 市 H23 ～ R3 － 6,000 15,000 15,000 36,000      建設課 1-1

21 西之表市斎苑施設整備事業 斎苑の火葬炉入替 市 R4 ～ － － 67,500 － 67,500      市民生活課

計画的な
土地利用
の推進

22 立地適正化計画策定業務
現況の土地利用等基礎調査を行い、コンパクトシ
ティとネットワークによるまちづくりの計画書を策定
する

市 R1 ～ R4 12,000 12,000 10,000 － 34,000      建設課 1-1

23 急傾斜地崩壊対策(負担金)事業
急傾斜地崩壊対策事業または県単砂防事業に
伴う負担金

市 ～ 継続 9,500 9,500 9,500 9,500 38,000      建設課
1-1
1-5

24
県単急傾斜地崩壊対策事業(中目地
区)

榕城中目地区の急傾斜崩壊対策事業による保
全工事

市 R1 ～ R2 15,000 10,000 － － 25,000      建設課
1-1
1-5

25 防火水槽設置事業
防火水利設置基準(充足率)を満たしていない地
域への防火水槽の設置(年次計画に基づき整備)

市 H22 ～ 継続 － 17,600 － 17,600 35,200      総務課
1-2
2-3

26 小型動力ポンプ購入事業 老朽化した小型動力ポンプを年次的に更新 市 H30 ～ 継続 4,320 2,160 2,160 － 8,640        総務課
1-2
2-3

27 消防車両購入事業 老朽化した消防車両の年次的な更新 市 H29 ～ 継続 10,073 10,073 － － 20,146      総務課
1-2
2-3

28 消防資機材運送車購入事業 各種災害時の資機材搬送のための車両購入 市 R2 4,012 － － － 4,012        消防
1-2
2-3

29 指揮車購入事業 老朽化した車両の更新 市 R3 － 8,154 － － 8,154        消防
1-2
2-3

30 交通安全対策事業 石堂枦之峯線の突確改良　L＝90.0m 市 H23 ～ 継続 7,000 5,000 5,000 5,000 22,000      建設課 1-3

31 交通安全施設整備事業
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙの設置及び区画線などの交通安全施
設の撤去を行う

市 H25 ～ 継続 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000        建設課 1-3

快適な生
活環境の
整備

防災・危
機管理の
充実

市民生活
を守る安
全対策の
充実

73 



●政策的事業【継続事業】

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

1 住宅環境整備事業
住宅の耐震診断・耐震改修工事、リフォーム工事
へ助成

市 H31 ～ R5 4,950 4,950 4,950 4,950 19,800      建設課 1-1

2 経営戦略策定業務
施設の耐震診断と資産の現状把握を行い、施設
整備に関する投資と財源に関する見通しを試算
し、中長期的な収支計画を策定する

市 R1 ～ R2 10,000 － － － 10,000      水道課
2-1
6-1

3 道路台帳整備
電子化した道路台帳の維持管理・データ更新に
係る事務

市 R1 ～ 継続 1,354 1,354 1,354 1,354 5,416        建設課 1-3

4 海岸漂着物地域対策推進事業 市内海岸線(砂浜)の海岸漂着物の回収・処理 市 H21 ～ 継続 6,437 7,637 7,637 7,637 29,348      市民生活課

5 路線バス維持対策事業
㈲大和が運行する路線バス(空港バス、幹線バス)
への種子島1市2町による財政支援

市 H29 ～ 継続 11,706 11,706 11,706 11,706 46,824      企画課 1-1

6 地域公共交通活性化協議会運営事業
市街地巡回バス、デマンド型乗合タクシーの運行
委託を行う地域公共交通活性化協議会への補助

その他 H23 ～ 継続 40,000 40,000 45,000 45,000 170,000    企画課 1-1

7
有人国境離島法関連事業(航路・航空
路運賃低廉化事業)

有人国境離島法による航路・航空路運賃の低廉
化を図る事業の負担金

市 H29 ～ 継続 54,749 54,749 54,749 54,749 218,996    企画課

計画的な
土地利用
の推進

8 地籍調査事業
国土調査事業十箇年計画に基づき地籍調査事
業の推進を図る

市 ～ 継続 50,590 51,000 51,000 51,000 203,590    財産監理課 8-3

9
防災行政無線(デジタル化)維持管理事
業

デジタル化した防災行政無線の維持管理 市 H30 ～ 継続 21,058 21,058 21,058 21,058 84,232      総務課
1-1
4-2

10 防災対策事業 市内防災活動に要する費用 市 H30 ～ 継続 2,910 2,910 2,910 2,910 11,640      総務課

1-1
1-3
2-1
2-5
3-1
4-2

社会保障
制度の運
営

11 在宅高齢者等自立支援事業
要介護高齢者や重度認知症高齢者又はその家
族等に対して、在宅介護支援（介護手当や紙お
むつの支給）を行う

市 R1 ～ 継続 5,100 5,100 5,100 5,100 20,400      高齢者支援課 1-1

12 校区・集落支援事務
住民と行政が協働の上、地域の創意工夫を活か
した地域づくりを推進するとともに、市政の円滑な
運営を図る(地域活性化交付金の交付)

市 ～ 継続 68,302 68,302 68,302 68,302 273,208    地域支援課
1-1
8-4

13 地域おこし協力隊パートナー事業
地域おこし活動の支援や農林漁業の応援、住民
の生活支援に従事してもらい、定住定着を図る

市 H25 ～ 継続 30,506 30,506 30,506 30,506 122,024    地域支援課
1-1
8-4

14 集落体制支援事業
集落支援員を設置し、集落の課題把握や話し合
い等、集落対策の推進などをサポートする

市 ～ 継続 25,093 25,093 25,093 25,093 100,372    地域支援課
1-1
8-4

15 小さな拠点づくり事業
拠点となる施設(こうのみね館)の改修、地域との
施設利活用の検討コミュニティ活動事業の実施

市 H28 ～ 継続 5,386 5,310 5,310 5,310 21,316      地域支援課
1-1
1-3

16 空き家バンク事業
本市ＨＰでの空き家情報の紹介、空き家バンク登
録物件へのリフォーム等にかかる補助を行う

市 H29 ～ 継続 8,502 8,502 8,502 8,502 34,008      地域支援課 1-2

17 移住者支援事業
移住促進動画等を活用し都市部での移住セミ
ナーや移住ツアー等を実施して、移住者支援を
行う

市 H29 ～ 継続 3,743 3,743 3,743 3,743 14,972      地域支援課

18
西之表市魅力体験イベント＆就活ツ
アー事業

首都圏での本市のＰＲ、モニターツアーの実施、
就活ツアーの実施

市 R1 ～ Ｒ3 4,345 4,345 － － 8,690        地域支援課

●政策的事業【2020年度以降新規事業】

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

防災・危機
管理の充
実

1
消防団救助能力向上資機材緊急整備
事業

ＡＥＤとチェーンソー一式を西之表市消防団の各
分団に配備し、地域防災力の強化・向上を図る

市 Ｒ2 4,695 － － － 4,695        総務課
1-1
1-2

地域力の
向上

2 移住者定住支援事業
首都圏からの移住者への補助を行い、あわせて
地域見守り活動を図る

市 Ｒ2 ～ Ｒ5 2,000 2,000 3,000 3,000 10,000      地域支援課 8-4

計画期間
事業費計

担当課

各年度事業費
計画期間
事業費計

リスク
シナリオ

担当課実施主体

事務事業の概要 実施主体 実施期間

実施期間

各年度事業費

事務事業名施策名 №

防災・危
機管理の
充実

地域力の
向上

公共交通
の充実

施策名

リスク
シナリオ

快適な生
活環境の
整備

№ 事務事業名 事務事業の概要
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■検討中事業

施策名 事務事業名 担当課

快適な生活環境の整備 市営住宅整備事業 建設課

快適な生活環境の整備 県単港湾整備(負担金)事業 建設課

快適な生活環境の整備 湯之川鉄砲場線道路改良事業 建設課

快適な生活環境の整備 社会資本整備総合交付金事業(池野川迎線) 建設課

快適な生活環境の整備 県単漁港整備(負担金)事業 建設課

防災・危機管理の充実 県単砂防(負担金)事業 建設課

地域力の向上 小さな拠点づくり事業(施設整備) 地域支援課

地域力の向上 古田中学校跡地利活用 地域支援課

2-2
8-4

普通建設事業

普通建設事業

1-1
1-3
2-1
2-2
5-3
6-2
7-3
8-3

1-1
1-3
2-1
2-2
5-3
6-2
7-3
8-3

普通建設事業

1-1
1-2
2-1
2-2
5-3
6-2
7-2
7-3
8-3

事業区分

普通建設事業

普通建設事業

普通建設事業

8-4

普通建設事業

1-3
5-4

1-1
1-5

1-1普通建設事業

リスク
シナリオ
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【しごと分野】

　地域の資源を生かした魅力ある「なりわい」で、豊かな「まち」をつくる

●普通建設事業

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

1 県営畑地帯総合整備事業
ほ場整備済み地区内の畑かん給水栓更新・農道
整備・土壌改良を実施する

県 Ｈ26 ～ Ｒ4 19,769 12,682 12,682 － 45,133      農林水産課

5-3
5-4
7-6

2 県営中山間事業西之表創生地区
ほ場整備、農業用用排水施設整備、農道・鳥獣
進入防止施設等の生産基盤整備と集落排水と集
落防災安全施設等の環境基盤整備を実施する

県 Ｈ30 ～ Ｒ6 5,500 5,500 9,060 9,060 29,120      農林水産課
5-3
5-4
6-1

3 基幹水利施設保全事業(西京地区)
老朽化した西京ダムの基幹的な農業水利施設の
機能回復と漏水を防止する

県 Ｈ28 ～ Ｒ5 18,000 18,000 18,000 18,000 72,000      農林水産課
5-4
7-4

4 農地耕作条件改善事業(横山地区)
老朽化した畑地かんがい施設の更新及び農道整
備をを一体的に実施し、維持管理の軽減や農業
生産性の向上を図る

県 Ｒ2 ～ Ｒ3 5,222 8,579 － － 13,801      農林水産課
5-3
5-4

5
県営農地整備事業(通作・基幹)現和地
区

安納～武部の期間農道整備(計画書作成・戸籍
等調査、農道改良)

県 Ｒ1 ～ Ｒ15 － － 1,125 1,125 2,250        農林水産課

4-3
5-4
6-2
8-2

6
県営農地整備事業(通作・基幹)住吉地
区

農道施設の点検診断を行い。農道保全対策計画
に基づいた補修・整備を実施する

県 Ｒ1 ～ Ｒ7 7,460 8,579 11,563 24,618 52,220      農林水産課
5-3
8-2

7
農業水路等長寿命化・防災減災事業
(長寿命化対策)

転倒ゲートの点検診断等の補修・整備を実施 県 Ｒ2 ～ Ｒ5 － 1,800 1,800 1,800 5,400        農林水産課
5-4
7-4

8
鳥獣被害防止総合対策整備交付金事
業

金網柵整備に係る資材費補助を行う その他 Ｈ21 ～ 継続 30,000 30,000 30,000 1,800 91,800      農林水産課 7-6

9
西之表市農業振興公社支援事業(機械
更新)

農業振興公社の農業機械等整備
農業振興
公社

Ｈ21 ～ 継続 2,500 2,500 2,500 2,500 10,000      農林水産課

10 林道保全整備事業
林道施設の点検診断を行い、補修・補強箇所の
修繕・整備を実施する

市 Ｒ1 ～ Ｒ5 － 3,000 6,000 6,000 15,000      農林水産課 7-6

11 市有林整備事業
間伐予定地の現地調査を踏まえ、管内林業事業
体に施業を委託する

市 Ｈ28 ～ 継続 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000      農林水産課 7-6

12 種子島周辺漁業対策事業 種子島漁業協同組合の施設整備等 漁協 Ｈ24 ～ 継続 29,503 61,072 － － 90,575      農林水産課 5-4

13 漁港維持補修事業（補修工事分） 老朽化した漁港施設の補修工事を行う 市 H22 ～ 継続 4,000 4,000 4,000 4,000 16,000      建設課
1-3
5-4

観光・交
流の振興

14 浦田シーサイドハウス修繕事業
浦田海水浴場にあるシーサイドハウスの改修工
事を年次的に行う

市 Ｒ1 ～ Ｒ4 10,000 20,000 20,000 － 50,000      経済観光課

●政策的事業【継続事業】

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

1 鳥獣被害防止活動お助け隊設置事業
鳥獣害防止ネット設置指導、鳥獣害被害状況把
握等の活動を行う隊員を雇用する

市 Ｈ26 ～ 継続 2,434 2,434 2,434 2,434 9,736        農林水産課 7-6

2 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業 シカ捕獲に係る経費助成を行う 市 Ｈ27 ～ 継続 21,000 21,000 21,000 21,000 84,000      農林水産課 7-6

3 鳥獣被害防止ネット助成事業 シカネット及び防鳥ネット購入助成 市 Ｈ22 ～ 継続 5,571 5,571 5,571 5,571 22,284      農林水産課 7-6

4 自給粗飼料拡大事業
畜産関連施設の整備等(畑地の造成・整備、牛舎
等の施設整備、飼料生産機械の整備)

市 Ｈ17 ～ 継続 6,970 6,970 6,970 6,970 27,880      農林水産課 7-6

5 農水産物輸送コスト支援事業(農産品)
有人国境離島地域社会維持推進交付金を活用
した農産物等(いも類、豆類)の移出入に係る経費
の助成

市 Ｈ29 ～ 継続 42,447 42,447 42,447 42,447 169,788    農林水産課

6 種子島あかおぎ牛導入推進事業
種子島あかおぎ牛産地確立のための優良種の導
入及び購買者誘致活動を行う

市 Ｈ26 ～ 継続 1,800 1,800 1,800 1,800 7,200        農林水産課

7 農道維持補修事業 農道未舗装区間のハエ敷き、生コン舗装を行う 市 Ｓ34 ～ 継続 14,985 14,985 14,985 14,985 59,940      農林水産課 5-3

8 援農隊マッチング支援事業 運営主体である市農業振興公社に補助金を交付 市 ～ 継続 10,205 10,205 10,205 10,205 40,820      農林水産課

9 担い手育成推進事業
将来の市の農業を担う農家を育成し、経営安定
を支援する

市 Ｈ25 ～ 継続 4,330 3,370 3,370 3,370 14,440      農林水産課

10 西之表市公社育苗ハウス事業 農業振興公社の施設整備を雇用拡充
農業振興
公社

Ｈ30 ～ 継続 5,000 － － － 5,000        農林水産課

担当課
計画期間
事業費計

農業の振
興

リスク
シナリオ

リスク
シナリオ

計画期間
事業費計

担当課実施期間

各年度事業費

施策名 № 事務事業名 事務事業の概要 実施主体

農業の振
興

林業の振
興

水産業の
振興

各年度事業費

№ 事務事業名施策名 事務事業の概要 実施主体 実施期間
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●政策的事業【継続事業】

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

11 農業人材力強化総合支援事業 新規就農者への農業用機械・設備等の導入助成 市 Ｈ24 ～ 継続 25,550 25,550 25,550 25,550 102,200    農林水産課

12 さとうきび基幹作業機整備事業
さとうきび基幹作業機械の導入及びはーバスター
の機能向上に係る費用の一部助成

市 ～ 継続 6,069 6,069 6,069 6,069 24,276      農林水産課

13 遊休農地解消対策事業
遊休農地を耕作できる状態にまで再生する作業
に要した経費の一部を助成する

市 Ｈ30 ～ 継続 3,581 3,581 3,581 3,581 14,324      農業委員会 7-6

林業の振
興

14 林産品島外出荷支援事業 林産品の島外移出に係る海上輸送費を助成する 市 Ｒ1 ～ 継続 17,664 17,760 17,760 17,760 70,944      農林水産課

15 離島漁業再生支援交付金事業
漁場の生産力の向上や集落の創意工夫を活かし
た新たな取組みを実施

市 Ｈ27 ～ 継続 32,922 32,922 32,922 32,922 131,688    農林水産課

16 有害水産動植物駆除事業 サメ駆除実施に係る補助 市 Ｒ1 ～ Ｒ3 2,000 2,000 - - 4,000        農林水産課

17 農水産物輸送コスト支援事業（水産）
有人国境離島地域社会維持推進交付金を活用
した農産物等(鮮魚・活魚、発砲スチロール等)の
移出入に係る経費の助成

市 Ｈ29 ～ 継続 2,960 2,960 2,960 2,960 11,840      農林水産課

18 漁業経営改善支援事業
出漁にかかる操業経費の軽減、漁業所得向上を
図るため、燃油料の助成を行う

市 ～ 継続 2,100 2,100 2,100 2,100 8,400        農林水産課

19 まちかどインフォメーションセンター事業
商店街の空き店舗を活用し、にぎわい・回遊を生
み出すための情報発信、イベントや企画展の開
催を支援する

市 Ｈ29 ～ Ｒ2 6,720 － － － 6,720        経済観光課 1-1

20 港町再生検討推進事業
関係団体や市民が参加した検討組織において西
之表港をいかしたまちづくり「港町再生」に向けた
基本方針を策定し、取り組みを進める

市 Ｈ29 ～ Ｒ2 18,390 － － － 18,390      経済観光課

1-1
1-3
2-1

21 皆とまち再生支援事業
新商品開発・販路開拓等の事業活動及び起業、
新規分野参入などの活動や商店街の魅力を高め
る取組等に対する支援

市 Ｒ1 ～ Ｒ3 3,315 4,415 － － 7,730        経済観光課 1-1

22 中小企業支援事業 商工会を通じた制度資金の借入者への利子補給 市 Ｈ27 ～ 継続 2,969 2,969 2,969 2,969 11,876      経済観光課

23 アンテナショップPR事業
「まるごとにっぽん」のブースで種子島の特産品
の販売・ＰＲ活動を行う

市 Ｒ1 ～ Ｒ3 7,000 7,000 － － 14,000      経済観光課

24 種子島滞在型観光促進事業
有人国境離島地域社会維持推進交付金を活用
した滞在型観光促進のための各種事業を実施

市 Ｈ30 ～ 継続 7,000 7,000 7,000 7,000 28,000      経済観光課
1-1
4-2

25 外国青年招致事業（国際交流員）
ＣＩＲを配置し、外国人観光客の誘致や受入
体制の充実など、インバウンド対策に取り組
む。

市 Ｒ1 ～ 継続 3,679 3,958 2,056 － 9,693        経済観光課
1-1
4-2

26 雇用機会拡充事業

有人国境離島地域社会維持推進交付金を
活用し、雇用増を伴う創業や事業拡大を行う
事業者に対する支援を行い、雇用機会の拡
充を図る

市 Ｈ29 ～ 継続 72,100 72,100 72,100 72,100 288,400    経済観光課

27 先端企業誘致推進事業
宇宙関連産業やIT関連企業について受入体
制の充実と広報等の強化を行い、事業所誘
致を進める

市 Ｒ1 ～ 継続 5,308 5,308 － － 10,616      経済観光課

●政策的事業【2020年度以降新規事業】

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

農業の振
興

1 さとうきび持続的生産支援緊急対策事業
中出し作業に係る経費の一部を軽減することで、
さとうきび経営の安定化を推進し、栽培面積、生
産量の維持・拡大を目指す。

市 Ｒ1 ～ Ｒ3 691 691 691 － 2,073        農林水産課

2 県営漁場整備事業 人口漁礁の投入 市 Ｒ2 ～ Ｒ5 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000        農林水産課 5-4

3 漁場環境整備事業
各小組合等において実施する、沿岸環境整備、
共同利用施設の機器の更新及び軽微な修繕等
に対し一部助成を行う。

市 Ｒ2 ～ Ｒ5 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000        農林水産課 5-4

4
商店街によるみなと・まちなかゾーン活
性化事業

みなとゾーンからまちなかゾーンへの誘客策とし
て、くろしおの芸術祭及びアニメを活用したイベン
ト等を実施し、商店街への誘客を図る

市 Ｒ2 ～ 4,000 3,000 2,000 1,800 10,800      経済観光課

5 たねがしまるブランド推進化事業
新規販路構築のため、商談会や物産展への出展
支援、セミナー等を開催する

市 Ｒ2 Ｒ4 4,000 4,000 4,000 － 12,000      経済観光課

観光・交
流の振興

6 インバウンド誘客推進事業
外国人向けに観光ＰＲや情報発信等を行い、
ニーズ調査を分析・活用してインバウンド誘客の
推進に資する

市 Ｒ2 ～ Ｒ4 4,160 4,160 4,160 － 12,480      経済観光課

7 未来人財育成確保事業
人材派遣事業や講演会、企業巡回等を実施し、
本市の優位性や本市事業所を知る機会を提供す
る

市 Ｒ2 Ｒ4 2,765 2,765 2,765 － 8,295        経済観光課

8 産官学地域課題解決推進事業
産官学が連携し、地域課題と高等教育機関の
マッチングを行い、課題解決を図る

市 Ｒ2 ～ Ｒ4 4,285 4,285 4,285 － 12,855      経済観光課

リスク
シナリオ

各年度事業費
計画期間
事業費計

担当課
計画期間
事業費計

担当課実施主体 実施期間事務事業の概要
リスク
シナリオ

施策名 № 事務事業名

農業の振
興

水産業の
振興

観光・交
流の振興

新たな産
業基盤と
雇用環境
の整備

商工業の
振興

商工業の
振興

新たな産業
基盤と雇用
環境の整備

水産業の
振興

施策名 № 事務事業名 事務事業の概要 実施主体 実施期間

各年度事業費
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■検討中事業

施策名 事務事業名 担当課

農業の振興 畜産センター改修事業 農林水産課

農業の振興
バイオガス発電由来液肥活用体系整備事業
(施設整備)

農林水産課

商工業の振興 皆とまち再生中核施設建設事業 経済観光課

商工業の振興 港町再生3つの戦略整備促進事業 経済観光課

観光・交流の振興 観光施設整備事業 経済観光課

農業の振興
バイオガス発電プラントに対応した酪農マット
整備事業

農林水産課

観光・交流の振興
ウェルネスアイランド種子島実現による交流
人口拡大事業

農林水産課

5-3

2-5

5-3

5-3

5-3

リスク
シナリオ

普通建設事業

政策的事業
【新規事業】

事業区分
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【ひと分野】

　生涯にわたり健康で、いきいきと輝く「ひと」が育ち、互いに支え合う「まち」をつくる

●普通建設事業

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

1 給食センター調理機器等更新事業 給食センターの老朽化した調理機器等の更新 市 Ｈ28 ～ 継続 14,355 31,328 15,260 30,642 91,585      教委総務課 5-4

2 小学校施設改修事業 老朽化した学校施設の改修 市 Ｒ1 ～ 継続 － － 1,500 34,000 35,500      教委総務課 1-1

3 小学校空調整備事業 小学校普通教室・職員室の空調整備 市 Ｒ1 ～ Ｒ3 77,000 87,500 － － 164,500    教委総務課 2-6

4 中学校空調整備事業 中学校普通教室の空調整備 市 Ｒ1 ～ Ｒ3 28,000 － － － 28,000      教委総務課 2-6

5 中学校プール整備事業 中学校プール整備 市 Ｒ1 ～ Ｒ2 160,000 － － － 160,000    教委総務課 1-2

芸術文
化・文化
財保護の
充実

6 旧上妻家住宅公開整備事業 旧上妻家住宅公開に係る住宅内の修繕整備 市 Ｒ2 ～ Ｒ5 5,400 2,500 44,000 15,000 66,900      社会教育課 8-4

社会体育
の充実

7 体育施設改修事業
老朽化した体育施設を年次計画で改修(市営グラ
ンド等)

市 Ｈ30 ～ 継続 22,000 － － － 22,000      社会教育課
1-1
1-3

●政策的事業【継続事業】

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

4 子育て応援券支給事業
本市に住所を有する子供の保護者に対して1枚
1,000円の子育て応援券を出生時60枚、満1歳児
12枚支給する

市 Ｈ24 ～ 継続 8,860 8,860 8,860 8,860 35,440      福祉事務所

5 子ども医療費助成事業
18歳までの子どもの保険診療による医療費の自
己負担分を助成する

市 Ｈ26 ～ 継続 41,284 41,284 41,284 41,284 165,136    福祉事務所

10 外国青年招致事業
外国語指導助手（ALT）の招致及び小中学校の
授業への派遣

市 Ｈ3 ～ 継続 9,327 9,327 9,327 9,327 37,308      学校教育課

11 学校給食費無償化事業
子育て世代の経済的負担軽減のため、義務教育
期間中の子を2人以上養育している世帯で第2子
以降の児童生徒の給食費の補助をする

市 Ｈ30 ～ 継続 15,644 15,644 15,644 15,644 62,576      教委総務課

12 修学旅行費助成事業（小学校）
市内小学校修学旅行対象児童の世帯への修学
旅行費の補助

市 Ｈ30 ～ 継続 1,802 1,802 1,802 1,802 7,208        教委総務課

16 スクールバス管理事業 スクールバスの安全な運行と維持管理業務を行う 市 Ｈ30 ～ 継続 40,244 40,244 40,244 40,244 160,976    教委総務課
1-1
1-5

17 旧中学校施設維持管理事業 旧中学校の施設管理費用 市 Ｈ21 ～ 継続 2,912 2,912 2,912 2,912 11,648      教委総務課
1-1
1-3

18
西之表市「種子島しおさい留学」里親
等支援事業

市外から市内小学校への転入学を希望する児童
の受入里親への支援

市 Ｈ15 ～ 継続 6,760 7,720 9,640 10,300 34,420      学校教育課

19 小規模校特認通学制度通学支援事業
小規模校特認通学生世帯への通学費を補助す
る。

市 Ｈ25 ～ 継続 2,518 2,518 2,518 2,518 10,072      学校教育課

22 種子島家住宅保存活用事業 種子島家住宅（月窓亭）の保存・保護・活用 市 Ｈ24 ～ 継続 4,219 4,219 4,219 4,219 16,876      社会教育課 8-4

23 旧上妻家住宅保存整備活用事業 旧上妻家住宅の保存・保護・活用 市 Ｈ28 ～ 継続 1,660 1,660 1,660 1,660 6,640        社会教育課 8-4

24
発掘調査　（県営農政事業：西之表創
生地区）

市内遺跡の発掘調査、整理作業の実施、報告書
の刊行

市 Ｒ1 ～ 継続 5,108 5,108 5,108 5,108 20,432      社会教育課 8-4

25 文化財保存活用地域計画策定事業
文化財とその周辺環境も含めて保存活用してい
くための計画策定

市 Ｒ1 ～ Ｒ3 4,500 2,500 － － 7,000        社会教育課 8-4

26 ふるさと歴史散歩看板整備事業
郷土の歴史・伝承・伝説を案内する看板で経年
劣化したものを年次的に更新整備する

市 Ｒ1 ～ 継続 2,096 2,096 2,096 2,096 8,384        社会教育課 8-4

28 西之表市史編さん事業
市の歴史や民俗、自然、行政史等がまとめられた
市史を編さんし発行する

市 Ｈ30 ～ Ｒ5 14,362 10,471 16,802 50,411 92,046      企画課 8-4

社会体育
の充実

31 スポーツ交流合宿誘致事業
スポーツの競技力向上のために学生・実業団
チームの合宿を誘致し、スポーツ交流を図る

市 Ｈ29 ～ 継続 1,515 1,515 1,515 1,515 6,060        社会教育課

健康づく
りの推進

33
子どもインフルエンザワクチン接種費用
助成事業

インフルエンザワクチン接種を希望する、生後6か
月～18歳（高校3年生相当年齢）の市民に接種費
用を助成。

市 Ｒ1 ～ 継続 4,049 4,049 4,049 4,049 16,196      健康保険課

37 生活困窮者自立支援事業
生活保護に至る前段階の生活困窮者への就労
や自立のための包括的な支援を行う

市 Ｈ27 ～ 継続 8,684 8,984 9,284 9,584 36,536      福祉事務所

38 地域包括支援体制整備事業
地域における要支援者の把握や地域課題抽出
のための支援ツールの作成等、地域の支え合い
による包括的な支援体制づくりを目指す

市 Ｈ30 ～ 継続 7,000 7,000 7,000 7,000 28,000      福祉事務所
1-1
8-4

リスク
シナリオ

リスク
シナリオ

各年度事業費

各年度事業費

計画期間
事業費計

担当課実施期間

計画期間
事業費計

担当課

子ども・子
育て支援
の充実

学校教育
の充実

芸術文
化・文化
財保護の
充実

地域福祉
の充実

施策名 № 事務事業名 事務事業の概要 実施主体

施策名 №

学校教育
の充実

事務事業名 事務事業の概要 実施主体 実施期間
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●政策的事業【2020年度以降新規事業】

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

子ども・子
育て支援
の充実

1 産婦健康診査事業
母子手帳交付時に産婦１人につき5,000円を上限
とした補助券を2枚発行し、散布健康診査費用の
助成を行う

市 Ｒ2 ～ 1,019 1,019 1,019 1,019 4,076        健康保健課

2
子育てのための施設等利用給付交付
金事業

市の確認を受けた施設等を無償化対象となる児
童は利用した場合、その利用料を助成する

市 Ｒ1 ～ 21,020 21,020 21,020 21,020 84,080      福祉事務所

3 実費徴収に係る補足給付事業
新制度未移行幼稚園無償化対象児童の副食費
と教育・保育施設在園児で生活保護世帯の児童
の教材費等に実費徴収分を助成する

市 Ｒ1 ～ 570 570 570 570 2,280        福祉事務所

4 近代和風建築等総合調査事業 市内の古い建造物等の悉皆調査、記録保存 市 Ｒ4 ～ － － 2,450 2,450 4,900        社会教育課 8-4

5 市内遺跡発掘調査等事業
市内遺跡の調査を行い、種子島の歴史を考古学
的に位置付ける

市 Ｒ2 ～ Ｒ7 968 2,038 2,038 2,038 7,082        社会教育課 8-4

6
地域振興推進事業(鉄砲館展示効率化
事業)

鉄砲館の壁紙、展示台等の張り替え修繕 市 Ｒ2 ～ Ｒ2 2,040 － － － 2,040        社会教育課 8-4

■検討中事業

施策名 事務事業名 担当課

芸術文化・文化財保護の充実 種子島家墓地整備事業 社会教育課

芸術文化・文化財保護の充実 近代化産業遺産保存保護事業（97式艦攻） 社会教育課 8-4

リスク
シナリオ

リスク
シナリオ

8-4

各年度事業費

計画期間
事業費計

担当課事務事業名

普通建設事業

政策的事業
【新規事業】

芸術文
化・文化
財保護の
充実

事業区分

施策名 № 実施主体 実施期間事務事業の概要
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【ぎょうせい分野】

　ともに「まち」をつくる　（行政力の向上）

●普通建設事業

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

財産の有
効活用

1 公共施設等総合管理計画強化事業
現在各課で進められている個別施設計画以外の
公共施設について、一括で個別施設計画を策定
し、公共施設等総合管理計画の充実を図る

市 Ｒ2 ～ Ｒ2 20,900 － － －        20,900 財産監理課 3-1

財産の有
効活用

2 庁舎管理事業(庁舎設備修繕) 庁舎設備の修繕 市 Ｈ27 ～ 継続 20,000 31,280 26,300 26,300       103,880 財産監理課 3-1

計画的で効
率的な行政
運営の推進

3 本会議場映像音響施設整備事業
議会議事堂のマイク、カメラ等放送設備の改修工
事を行う

市 Ｒ2 ～ Ｒ2 28,552 － － －        28,552 議会事務局

●政策的事業【継続事業】

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

1 固定資産税課税事務 導入した固定資産税支援システムの維持管理 市 ～ 継続 5,512 5,512 10,312 5,512        26,848 税務課

2 ふるさと納税推進事業
ふるさと納税（寄附金）による歳入確保を図るとと
もに、本市の魅力をPRし地域産業の活性化につ
なげる

市 Ｈ26 ～ 継続 66,046 67,918 67,918 67,918       269,800 経済観光課

3 新地方公会計事業
財務書類（貸借対照表・行政コスト計算書・純資
産変動計算書・資金収支計算書）を作成し、公表
する

市 Ｈ20 ～ 継続 3,664 3,664 3,664 3,664        14,656 財産監理課

財産の有
効活用

4 馬毛島活用事業 馬毛島活用計画に基づく事業を推進する 市 Ｈ30 ～ 継続 3,067 567 567 567          4,768 企画課

5 市まちづくり公社支援事業
定型（単純）業務、施設管理、環境整備など正規
職員以外で対応可能な業務をまちづくり公社に
依頼

市 Ｈ27 ～ 継続 40,000 40,000 40,000 40,000       160,000 総務課 2-6

7 高等教育機関活用事業
高等教育機関の設置又は誘致に向けた検討を
行う

市 Ｈ27 ～ 継続 2,712 2,712 2,712 －          8,136 企画課

●政策的事業【2020年度以降新規事業】

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

健全な財政
運営の推進 1

固定資産税課税事務(家屋全棟調査事
業)

家屋の現状把握のための全棟調査を実施 市 Ｒ2 ～ Ｒ4 18,458 15,644 20,560 － 54,662      税務課

リスク
シナリオ

リスク
シナリオ

リスク
シナリオ

担当課

施策名 № 事務事業名 事務事業の概要 実施主体 実施期間

各年度事業費

施策名 № 事務事業名 事務事業の概要 実施主体

担当課

担当課

健全な財
政運営の
推進

計画的で
効率的な
行政運営
の推進

施策名 № 事務事業名 事務事業の概要 実施主体

各年度事業費

各年度事業費
計画期間
事業費計

実施期間
計画期間
事業費計

実施期間

計画期間
事業費計
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西之表市国土強靭化地域計画に基づく取組等一覧（県事業分：鹿児島県地域強靭化計画より）

○高規格幹線道路及び地域高規格道路等の整備推進

関連施策名 事業名 事業種別 路線名・河川名等 工区名 対象市町村 事業概要
事業

主体
 関係府省庁

リスク

シナリオ

(主)西之表南種子線 安城工区 バイパス整備

(一)伊関国上西之表港線 国上工区 現道拡幅

○交通施設，沿線・沿道建物の耐震化，避難場所や避難路の確保，避難所の耐震化の促進等

関連施策名 事業名 事業種別 路線名・河川名等 工区名 対象市町村 事業概要
事業

主体
 関係府省庁

リスク

シナリオ

道路施設の耐震化等

(避難路の確保，防災対策

及び老朽化対策)

道路補修(橋梁)事業 (一)伊関国上西之表港 湊橋 橋梁架替

1-1

1-3

2-1

2-2

5-3

5-4

7-3

(国)58 天神橋ほか16箇所 詳細点検(橋梁)

(主)野間十三番西之表線ほか5路線 種子島トンネルほか7箇所 詳細点検(Tn)

道路補修(橋梁)事業 (主)西之表南種子 新川脇橋ほか2橋 橋梁補修

道路補修(舗装)事業 (国)58 塰泊  排水施設対策路面補修対策

特定交通安全施設等整備事業 (主)西之表南種子 石堂 歩道整備

○河川改修等の治水対策

関連施策名 事業名 事業種別 路線名・河川名等 工区名 対象市町村 事業概要
事業

主体
 関係府省庁

リスク

シナリオ

二級河川 湊川 －

二級河川 甲女川 －

○雨量や河川水位など防災情報の提供

関連施策名 事業名 事業種別 路線名・河川名等 工区名 対象市町村 事業概要
事業

主体
 関係府省庁

リスク

シナリオ

防災情報の提供 総合流域防災事業 交付金事業 二級河川 新川 外 － 県内一円 情報基盤 県 国土交通省 1-4

○海岸堤防等の老朽化対策の推進

関連施策名 事業名 事業種別 路線名・河川名等 工区名 対象市町村 事業概要
事業

主体
 関係府省庁

リスク

シナリオ

海岸老朽化対策 港湾海岸堤防等老朽化対策緊急事業 交付金事業 西之表港海岸他 ー 西之表市他 長寿命化計画策定 県 国土交通省

○土砂災害対策の推進

関連施策名 事業名 事業種別 路線名・河川名等 工区名 対象市町村 事業概要
事業

主体
 関係府省庁

リスク

シナリオ

通常砂防事業 御牧の小川

岳之田７

城第２小川

がけ崩れ対策
急傾斜地崩壊対策事業 浦田地区

がけ崩れ対策  総合流域防災対策事業(急傾斜) 西町２地区

1-3

2-1

2-2

5-3

5-4

法面工

県 国土交通省

県管理河川改修 総合流域防災事業 交付金事業 西之表市 掘削，築堤，護岸等 県 国土交通省

道路補修(詳細点検)事業

避難路の確保等

(防災対策及び老朽化対策)

交付金事業

西之表市

補助事業

県 国土交通省

国・県道の整備 県 国土交通省道路改築事業 交付金事業 西之表市

土石流対策

 総合流域防災事業(砂防)
交付金事業 -

堰堤工

西之表市

1-3

2-1

2-2

2-3

2-5

2-7

5-1

5-3

5-4

6-2

1-5

1-3

8-3

1-4

8-3
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○土砂災害対策の推進

関連施策名 事業名 事業種別 路線名・河川名等 工区名 対象市町村 事業概要
事業

主体
 関係府省庁

リスク

シナリオ

 総合流域防災事業(情報基盤) 情報基盤整備

 総合流域防災事業(基礎調査) 区域指定

○港湾施設の耐震・耐波性能等の強化

関連施策名 事業名 事業種別 路線名・河川名等 工区名 対象市町村 事業概要
事業

主体
 関係府省庁

リスク

シナリオ

港湾施設の延命化

【離島】
岸壁(-7.5m)(改良)

岸壁(-5.5m)A(改良)

浮桟橋(改良)

防波堤(内)

物揚場(-3.0m)

船揚場

岸壁(-5.5m)C(改良)

臨港道路A(改良)

臨港道路B(改良)

物揚場(-4.0m)B(改良)

港内A防波堤

物揚場(-1.0m)

防波堤(南)

物揚場(-2.0m)

○造成宅地の防災・減災対策の促進

関連施策名 事業名 事業種別 路線名・河川名等 工区名 対象市町村 事業概要
事業

主体
 関係府省庁

リスク

シナリオ
大規模盛土造成地マップの

精度の向上
大規模盛土造成地調査事業 交付金事業 - 21市町 21市町 宅地カルテの作成 県 国土交通省 1-1

○災害に強い住まい・まちづくりの整備推進

県

市町村
国土交通省

1-1

2-2

2-3

2-7

3-2

○農地・森林等の被害による県土の荒廃

関連施策名 事業名 事業種別 路線名・河川名等 工区名 対象市町村 事業概要
事業

主体
 関係府省庁

リスク

シナリオ

指定管理鳥獣の捕獲等
特定鳥獣総合管理対策推進事業 交付金事業 生息密度の高い地域 －

第二種特定鳥獣(ニホンジカ）管理計画

及び第二種特定鳥獣(ヤクシカ）管理計

画に定める地域

ニホンジカの捕獲 県 環境省 7-6

○海岸防災林の整備

関連施策名 事業名 事業種別 路線名・河川名等 工区名 対象市町村 事業概要
事業

主体
 関係府省庁

リスク

シナリオ

海岸防災林の整備
治山事業 補助事業

地域森林計画の「保安林の整備及び治山事

業に関する計画(3)実施すべき治山事業の

数量」に掲載されている地区

33市町村
防潮工

森林整備等
県 農林水産省 1-3

○治山事業の推進

関連施策名 事業名 事業種別 路線名・河川名等 工区名 対象市町村 事業概要
事業

主体
 関係府省庁

リスク

シナリオ

補助事業

地域森林計画の「保安林の整備及び治山事

業に関する計画(3)実施すべき治山事業の

数量」に掲載されている地区

交付金事業

地域森林計画の「保安林の整備及び治山事

業に関する計画(3)実施すべき治山事業の

数量」に掲載されている地区

土砂災害対策

（ソフト関連）
交付金事業 - 県内一円 県内一円 県

国土交通省

農林水産省
1-5

7-6
治山事業

治山施設の整備

県内一円
山腹工

渓間工
県

国土交通省

2-1

2-2

2-3

2-5

5-1

5-3

5-4

6-1

6-3

8-6

中央地区

西之表市

天神地区

旧港地区

塰泊地区

県港湾施設改良費統合補助事業 交付金事業 西之表港

 災害に強い住まい・まちづくりを進めるため，公営住宅整備事業等，住宅地区改良事業等，公的賃貸住宅家賃低廉化事業，市街地再開

発事業，優良建築物等整備事業，暮らし・にぎわい再生事業，住宅市街地総合整備事業，街なみ環境整備事業，住宅・建築物安全ストッ

ク形成事業，狭あい道路整備等促進事業，空き家対策総合支援事業を推進する。

1-5
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○港湾・漁港施設の耐震・耐波性能等の強化

関連施策名 事業名 事業種別 路線名・河川名等 工区名 対象市町村 事業概要
事業

主体
 関係府省庁

リスク

シナリオ

漁港施設の整備
漁港施設機能強化事業 補助事業 浦田漁港 浦田地区 岸壁(-3m) 水産庁

漁港施設の整備
地方創生港整備推進交付金事業 交付金事業 住吉漁港 住吉地区 防波堤

内閣府

水産庁

○物資輸送ルートの確保

関連施策名 事業名 事業種別 路線名・河川名等 工区名 対象市町村 事業概要
事業

主体
 関係府省庁

リスク

シナリオ

漁港施設機能強化事業 補助事業 浦田漁港 浦田地区 岸壁(-3m) 水産庁

地方創生港整備推進交付金事業 交付金事業 住吉漁港 住吉地区 防波堤
内閣府

水産庁

○農道・農道橋の保全対策の推進

関連施策名 事業名 事業種別 路線名・河川名等 工区名 対象市町村 事業概要
事業

主体
 関係府省庁

リスク

シナリオ

農道・農道橋の保全対策
農地整備事業（通作・保全） 交付金事業 - 住吉地区外離島3地区 西之表市外 農道保全対策 県 農林水産省

○農業水利施設の保全対策の推進

関連施策名 事業名 事業種別 路線名・河川名等 工区名 対象市町村 事業概要
事業

主体
 関係府省庁

リスク

シナリオ

横山揚水機場地区外離島4地区 西之表市外 農業水利施設保全対策

西俣井堰地区（離島） 西之表市
農業水利施設点検

診断・機能保全計

○情報伝達手段の多様化

関連施策名 事業名 事業種別 路線名・河川名等 工区名 対象市町村 事業概要
事業

主体
 関係府省庁

リスク

シナリオ

情報伝達手段の多様化
県防災行政無線再整備事業 県単独事業 県内全域 ー ー 移動系防災行政無線再整備 県 総務省

4-2

4-3

農林水産省県-交付金事業

農業水利施設の保全対策

県営かんがい排水事業

漁港施設の整備

(流通、生産拠点漁港) 西之表市

西之表市 県

県 5-4

2-1

2-2

5-4

8-6

5-4

5-5
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